
平成27年版

仙台市消防概況

仙台市消防局
再生紙を使用しています。

平
成
27
年
版

仙
　
台
　
市
　
消
　
防
　
概
　
況

仙
台
市
消
防
局



仙台市消防のあらまし
仙台市の地勢，気象，人口  ……………………… １
仙台市消防局・消防署所等の配置  ……………… ３
組織及び主な事務分掌  …………………………… ４
消防署所別面積，人口及び世帯数  ……………… ５
消防局及び消防署所等の所在地一覧  …………… ６

業 務 概 要
消防予算  …………………………………………… ７
　　平成２７年度当初予算の概要  ………………… ７
　　主な事務事業の概要  ………………………… ８
　　過去５年間の歳出決算額  …………………… ８
消防職員  …………………………………………… ９
　　職員の配置状況  ……………………………… ９
　　職員研修の状況  ……………………………… ９
広　　報  …………………………………………… １０
　　主な広報活動  ………………………………… １０
　　マスコットキャラクター  …………………… １０
　　地震防災アドバイザー  ……………………… １０
消防音楽隊  ………………………………………… １１
　　消防音楽隊の活動  …………………………… １１
警　　防  …………………………………………… １３
　　出火の状況及び火災による損害額  ………… １３
　　出火原因  ……………………………………… １４
　　主な出火原因  ………………………………… １４
　　火災種別出火件数  …………………………… １４
　　消防隊の出場状況  …………………………… １４
　　消防隊の訓練実施状況  ……………………… １５
　　緊急消防援助隊  ……………………………… １５
救　　助  …………………………………………… １６
　　救助業務の実施体制  ………………………… １６
　　事故種別救助隊出場件数及び活動の状況  … １６
　　救助隊の訓練実施状況  ……………………… １６
　　国際消防救助隊（ＩＲＴ） …………………… １６
航空消防  …………………………………………… １７
　　航空消防業務の実施体制  …………………… １７
　　消防ヘリコプターの災害種別出場状況  …… １７
　　航空消防活動訓練の実施  …………………… １７

水　　防  …………………………………………… １８
　　主な水防実施機関とその任務  ……………… １８
　　指定水防区域  ………………………………… １８
救　　急  …………………………………………… １９
　　救急業務の実施体制  ………………………… １９
　　救急出場件数及び搬送人員の状況  ………… １９
　　事故種別傷病程度別搬送人員  ……………… １９
　　救急隊員に対する教育訓練  ………………… １９
　　メディカルコントロールシステム整備  …… ２０
　　市民に対する応急手当の普及啓発  ………… ２０
　　仙台市救急ステーション  …………………… ２０
　　PA連携（消防ポンプ車（Pumper）と救急車
　　（Ambulance）の連携）運用  ………………… ２１
　　応急手当協力事業所表示制度
　　（杜の都ハートエイド）  ……………………… ２１
指　　令  …………………………………………… ２２
　　総合防災情報システム  ……………………… ２２
　　通信設備  ……………………………………… ２３
　　有線系統図  …………………………………… ２５
　　無線系統図  …………………………………… ２６
　　映像伝送システム系統図  …………………… ２７
危機管理・防災  …………………………………… ２８
　　防災計画  ……………………………………… ２８
　　危機対応組織  ………………………………… ２８
　　防災行政用無線  ……………………………… ２８
　　コミュニティ防災センター及び
　　簡易型防災資機材倉庫の整備  ……………… ２９
　　避難所・避難場所の整備  …………………… ２９
　　災害救助物資の備蓄  ………………………… ３０
　　津波避難施設の整備  ………………………… ３０
防火管理・消防用設備等の規制  ………………… ３１
　　防火対象物の実態  …………………………… ３１
　　立入検査  ……………………………………… ３２
　　防火管理者  …………………………………… ３２
　　統括防火管理者  ……………………………… ３３
　　防火対象物定期点検報告制度  ……………… ３４
　　ホテル・旅館等に係る表示制度  …………… ３４
防災管理  …………………………………………… ３５

目　　　次



　　防災管理の状況  ……………………………… ３５
防火管理講習等  …………………………………… ３６
　　防火管理に関する講習  ……………………… ３６
　　防災管理及び自衛消防業務に関する講習  … ３６
消防同意  …………………………………………… ３７
　　消防同意の状況  ……………………………… ３７
危険物規制  ………………………………………… ３９
　　危険物施設  …………………………………… ３９
　　石油コンビナート等特別防災区域の現況  … ３９
火薬類取締  ………………………………………… ４０
　　火薬類施設  …………………………………… ４０
　　立入検査  ……………………………………… ４０
高圧ガス規制  ……………………………………… ４１
　　高圧ガス事業所  ……………………………… ４１
　　立入検査  ……………………………………… ４１
住民等の自主防災活動  …………………………… ４２
　　地域の自主防災活動  ………………………… ４２
　　仙台市地域防災リーダー  …………………… ４２
　　家庭を中心とした自主防災活動  …………… ４２
　　少年・少女を中心とした自主防災活動  …… ４２
消 防 団  …………………………………………… ４３
　　消防団の組織  ………………………………… ４３
　　消防団員の定員・現員  ……………………… ４３
消防相互応援協定等  ……………………………… ４４
　　消防相互応援協定等の締結状況  …………… ４４
防災に関する応援協定等  ………………………… ４８
　　防災に関する応援協定等の締結状況  ……… ４８

統 計 資 料
沿　　革  …………………………………………… ５７
消防力の推移  ……………………………………… ６３
消防職員  …………………………………………… ６４
　　階級別・年齢別消防職員数  ………………… ６４
　　職員勤続年数構成表  ………………………… ６５
　　職員の表彰  …………………………………… ６６
　　職員の公務災害発生状況  …………………… ６７
　　職員の資格取得状況  ………………………… ６７
保有車両の配置状況  ……………………………… ６８
消防水利の状況  …………………………………… ７０
資機材の状況  ……………………………………… ７１
　　泡消火薬剤の備蓄状況  ……………………… ７１
　　林野火災資機材の配置状況  ………………… ７２

　　消防資機材の配置状況  ……………………… ７４
　　水防資機材及び水防工具類の配置状況  …… ７８
火災の発生状況  …………………………………… ８０
　　四季別出火件数  ……………………………… ８０
　　月別出火件数  ………………………………… ８０
　　曜日別出火件数  ……………………………… ８０
　　署所別火災件数  ……………………………… ８１
　　建物火災火元用途別出火件数  ……………… ８２
　　住宅火災の出火箇所別件数  ………………… ８３
　　中高層建築物の出火階数別出火件数  ……… ８３
　　覚知方法別出火件数  ………………………… ８３
　　初期消火器具等の使用状況  ………………… ８３
出火原因  …………………………………………… ８４
　　放火火災の種別出火件数・損害状況  ……… ８４
　　建物火災の用途別・出火原因別件数  ……… ８４
　　車両火災の出火原因別件数  ………………… ８５
　　その他火災の出火原因別件数  ……………… ８５
火災防御活動状況  ………………………………… ８５
　　月別活動状況  ………………………………… ８５
　　放水火災の平均活動状況  …………………… ８５
救助活動の状況  …………………………………… ８６
　　各区・地区別活動状況  ……………………… ８６
　　事故種別出場人員・活動人員  ……………… ８６
気象警報等及び非常配備の発令状況  …………… ８７
　　月別気象警報発表状況  ……………………… ８７
　　月別津波警報等発表状況  …………………… ８７
　　月別非常配備発令状況  ……………………… ８７
消防ヘリコプター及び離着陸場等の概要  ……… ８８
　　消防ヘリコプターの諸元  …………………… ８８
　　主な装備  ……………………………………… ８８
　　ヘリコプター離着陸場一覧  ………………… ８８
　　飛行場外離着陸場適地一覧表  ……………… ８９
　　災害種別出場状況  …………………………… ９０
昭和２３年以降の火災の状況  ……………………… ９１
　　昭和２３年以降の火災件数及び損害状況  …… ９１
　　昭和２３年以降の原因別火災発生状況  ……… ９２
救急隊数の推移  …………………………………… ９３
救急医療体制  ……………………………………… ９３
　　初期救急医療機関  …………………………… ９３
　　二次救急医療機関  …………………………… ９３
　　三次救急医療機関  …………………………… ９３
　　救急告示医療機関数  ………………………… ９３



救急活動状況  ……………………………………… ９４
　　事故種別出場件数及び搬送人員  …………… ９４
　　行政区別出場件数及び搬送人員  …………… ９４
　　曜日別事故種別出場件数  …………………… ９４
　　時間帯別事故種別出場件数  ………………… ９５
　　年令区分別事故種別搬送人員  ……………… ９５
　　発生場所別搬送人員  ………………………… ９５
　　居住地別事故種別搬送人員  ………………… ９５
　　医療機関別搬送人員  ………………………… ９６
　　東北自動車道における救急応援実施状況  … ９６
　　救急隊別活動状況  …………………………… ９７
搬送者に対する応急処置実施状況  ……………… ９８
　　全救急隊員による応急処置実施状況  ……… ９８
　　救急Ⅱ課程修了者による拡大応急処置実施状況  …… ９８
　　救急救命士による救急救命処置実施状況  … ９８
発足（昭和３６年）以降の救急発生状況  ………… ９９
指令業務の状況  …………………………………… １００
　　１１９番等月別受付状況  ………………………… １００
　　各種出場指令  ………………………………… １００
政令防火対象物の状況  …………………………… １０１
　　中高層建築物の状況  ………………………… １０１
　　消防用設備等設置状況  ……………………… １０２
予防関係事務処理状況  …………………………… １０３
　　各種届出等事務処理状況  …………………… １０３
　　消防用設備等着工届出等処理状況  ………… １０３
危険物施設の状況  ………………………………… １０４
　　危険物保安監督者選任状況  ………………… １０４
　　予防規程認可状況  …………………………… １０４
危険物関係事務処理状況  ………………………… １０５
　　危険物関係申請・届出状況  ………………… １０５
火薬類取締関係事務処理状況  …………………… １０６
　　火薬類取締関係申請・届出状況  …………… １０６
　　公安委員会通報・意見聴取状況  …………… １０６
高圧ガス・液石ガス法関係事務処理状況  ……… １０７
　　高圧ガス法関係申請・届出状況  …………… １０７
　　液石ガス法関係申請・届出状況  …………… １０８
　　ガス事業法届出状況  ………………………… １０８
避難所・避難場所の概要  ………………………… １０９
　　各区の指定避難所一覧  ……………………… １０９
　　各区の地域避難場所一覧  …………………… １１４
　　広域避難場所一覧  …………………………… １１５
コミュニティ防災センターの概要  ……………… １１５

　　各区のコミュニティ防災センター及び
　　簡易型防災資機材倉庫一覧  ………………… １１５
仙台市総合防災訓練参加状況  …………………… １２０
風水害による主な被害状況  ……………………… １２０
消 防 団  …………………………………………… １２１
　　年令及び階級別消防団員数  ………………… １２１
　　消防団員の表彰  ……………………………… １２２
　　消防団員の入退団状況  ……………………… １２３
　　消防団員の勤続年数  ………………………… １２３
　　消防団員報酬額  ……………………………… １２３
　　消防分団別人員及び装備の配置状況  ……… １２４
防災都市宣言

東日本大震災への対応状況



仙台市消防のあらまし仙台市消防のあらまし



―　　―１

１　地　　勢
仙台市は明治２２年の市制施行以来，７回にわたっ
て周辺市町村を編入し，現在の面積は７８５．８５㎢で，
政令指定都市の中では浜松市・静岡市・札幌市・広
島市・京都市・岡山市に次いで第７位の広さとなっ
ています。
位置は宮城県のほぼ中央にあり，東は太平洋に面
し，北は東から西に沿って，七ヶ浜町，多賀城市，
利府町，富谷町，大和町，色麻町の各市町に境し，
西は山形県に接し，南は東から西に向かって，名取
市，村田町，川崎町に隣接しています。

市域の北端から西端にかけては，東北の脊梁と言
われる奥羽山脈が走り，市域の最高地点を一角にも
つ船形山（標高１，５００ｍ）をはじめ，標高１，０００ｍ級
の山並が連なっています。その東には広い丘陵地が
続き，その間を，七北田川，広瀬川，名取川が東流
して太平洋に注ぎ，これら３河川の堆積によって形
成された平野が，丘陵地の東側に広がっています。
中流域には河岸台地や段丘が発達し，これらと丘陵
地の一部は主として市街地，西部の山地と丘陵地は
山林，東部の低地は主に農耕地となっています。

加加加加加 仙台市の地勢，気象，人口 加加加加加

２　気　　象
太平洋に面した海洋性気候のために寒暖の差が少
なく，また，冬に奥羽山脈を越して吹き付ける北西
の風が乾いているために積雪が少ないのが特徴で
す。平年値で見ると，平均気温は１２．４寿，月最高が
８月の２７．９寿，月最低が１月の－１．７寿となってい
ます。また，年間降水量は１，２５４．１勺で，５月から１０
月までの半年間で年間の７割を占めています。
平成２６年の年間平均気温は１２．８寿で，年間降水量
は１４１６．５勺でした。
 

３　総 人 口
仙台市は，明治２２年の市制施行以来，周辺市町村

を編入しながら，戦時中などの一時的な減少を除け
ば，ほぼ一貫して人口を増加させてきました。とり
わけ，東北の中枢都市として確固たる地位を占める
に至った昭和４０年代には著しい増加を示し，その後
も着実に増加を続けて現在に至っています。
平成２２年国勢調査における人口は１，０４５，９８６人で，

前回調査（平成１７年）と比較して２０，８８８人，率にし
て２．０％の伸びとなっています。
また，仙台市の近年の人口動向の特徴として，自

然増加数はゆるやかに下降しているものの，社会増
加数が増加傾向となっており，その要因の１つとし
て東京圏や仙台都市圏への転出者数の大幅な減少が
あげられます。

距 離地 名経 ・ 緯 度方 位

東西　５０．５８㎞
宮城野区港５丁目１４１°  ２' ４８”東 端

太白区秋保町馬場字岳山１４０°２８' １０”西 端

南北　３１．２０㎞
若林区藤塚字須賀 ３８°１０' ２６”南 端

青葉区大倉字横川岳 ３８°２７' １８”北 端
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４　年齢構造
人口年齢構造を，年齢（５歳階級）別の人口ピラ
ミッド（平成２２年１０月１日現在，国勢調査結果によ
る）でみると，全体的には張り出しが少なく，３０代
後半と６０代前半のピークが２つあるひょうたん型を
しています。
また，１０年前の平成１２年の人口ピラミッドとの比
較によって年齢構造の変化を見ると，近年における
高齢社会を反映し、高齢人口が大幅に増加する傾向
を見せています。
つぎに，年齢３区分別にみると，１５歳未満の年少
人口は１２万７，６６０人，１５～６４歳の生産年齢人口は７０
万３，４５９人，６５歳以上の老年人口は２０万８１４人で，総

人口に占める割合はそれぞれ１２．２％，６７．３％，
１９．２％となっています。前回調査に対する増減率を
みると，年少人口が８．８％，生産年齢人口が０．２％減
少し，老年人口が２４．１％の増加となっています。

５　世　　帯
平成２２年国勢調査における世帯数は４６５，２６０世帯

で，前回調査と比較して２５，６８１世帯，率にして５．８％
増加しています。
また，１世帯当たりの人員は２．２５人で，単身者世

帯の増加などによって，年々世帯規模の縮小が進ん
でいます。
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消　防　局

泉区
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１

６消　防　署

救急
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分　　　署 3
17出　張　所

区・署境界線
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秋保 茂庭 中田
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※　消防航空隊は仙台空港を活動拠点として，業務を行っています。

図－１　仙台市消防局・消防署所等の配置 （平成２７年４月１日現在）
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加加加加加 組織及び主な事務分掌 加加加加加
・儀式・交際，文書事務の管理，公印
・全国消防長会・宮城県消防長会の事務
・組織機構，職員の定数，勤務成績の評定，表彰
・職員の福利厚生，公務災害，研修
・消防団の事務
・仙台市消防音楽隊

・情報資産に係る総合的な企画・調整及び推進
・消防行政の総合的な企画・調整
・情報システム及びデータ管理に係る企画，調整
・汎用コンピュータ等による情報処理の推進
・消防力の整備，広報，消防相互応援協定
・庁舎の建設・維持管理
・車両の調達・維持管理
・予算・決算の総合調整，被服貸与
・消防通信施設の整備・保全

・防火・防災思想の普及・宣伝
・婦人防火クラブ等の指導育成に係る企画・調整
・予防査察・消防用設備に係る企画・調整
・防火対象物の違反処理に係る企画・調整及び推進
・火災原因調査

・危険物施設の許認可
・石油コンビナート等災害防止法に基づく事務
・高圧ガス・液化石油ガス施設等の許認可・検査
・火薬類製造等の許認可・検査

・消防機械器具の保全・研究
・消防水利の整備・保全
・警防本部の運営
・救助業務・救助活動体制
・緊急消防援助隊，国際消防救助隊

・救急業務に係る企画・調整
・救急隊員の教育
・応急手当の普及啓発
・救急ステーションの運営

・指令管制及び災害活動支援に係るデータの保全
・災害に関する情報・統計
・災害の通信・指令
・通信統制，気象情報の収集伝達

・航空消防業務の企画運営
・航空救助，救急等の業務
・回転翼航空機の運航管理・点検整備
・回転翼航空機・航空施設の管理

・署内事務の総合調整，文書事務の管理
・経理，署員の福利厚生，消防団の事務
・水火災その他の災害の消防活動
・警防計画・訓練，火災原因調査，予防査察
・救急業務・救助業務

・自主防火防災組織の指導育成
・婦人防火クラブ等の指導育成
・防火活動協力団体の指導育成
・予防査察，違反処理
・建築物の許可，認可，確認の同意
・消防用設備等の設置指導・検査

・水火災その他の災害の消防活動
・警防計画・訓練，火災原因調査，予防査察
・救急業務
・特別機動救助隊(河原町・八乙女）

・署内事務の総合調整，文書事務の管理
・予防査察，自主防災組織の指導育成
・水火災その他の災害の消防活動
・救急業務・救助業務

消　防　局

警　防　部

消　防　署

宮城消防署

予　防　部

総　務　部

（青　葉）
（宮城野）
（若　林）
（太　白）
（　泉　）

総　務　課
総　務　係
人事研修係
消 防 団 係

管　理　課
企画広報係
施　設　係
経　理　係
情報通信整備室

予　防　課
予　防　係
指　導　係
調　査　係

指　令　課
指令第1・2・3係

警　防　課

警　防　係
計画救助係

危険物保安課
危 険 物 係
保　安　係

警　防　課
管　理　係
警防第1・2係
救　急　係
消防出張所

予　防　課
予　防　係
指　導　係

救　急　課
救急管理係
救急指導係

消防航空隊
消　防　係
航　空　係

消 防 分 署
高砂／河原町／八乙女

消防第1～3係（高砂）
消防救助係（河原町・八乙女）

総　務　係
予　防　係
警防第1・2係
救　急　係
消防出張所

図－２　組織及び主な事務分掌 （平成２７年４月１日現在）
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加加加加加 消防署所別面積，人口及び世帯数 加加加加加
表－１　消防署所別面積，人口及び世帯数 （平成２７年４月１日現在）

人口密度（人／錫）世帯数（世帯）人　口（人）面　積（錫）区　　分
5，435117，390217，39940青葉消防署合計
9，82722，42139，3064本 署
5，44423，55843，5518国 見
2，20417，68030，84914片 平
8，03426，43248，2036小 松 島
6，93627，29955，4908荒 巻
3，23788，999187，73258宮城野消防署合計
4，16916，56333，3548本 署
1，79922，80751，84528高 砂
2，0079，95324，10012岩 切
7，36320，89544，1776鶴 谷
8，56418，78134，2564原 町
2，56061，721130，57751若林消防署合計
2，43727，90960，94025本 署
8，44022，81742，2015河 原 町
1，30610，99527，43621六 郷
990100，916225，623228太白消防署合計
4，06229，26964，98616本 署
6，47526，24258，2729長 町
5，28523，78958，13311中 田
3，73713，92826，1607八 木 山
291，8784，237144秋 保
3375，81013，83541茂 庭
1，47391，829216，516147泉 消 防 署 合 計
4，38125，47657，03713本 署
4，84930，84167，88014八 乙 女
3，93811，79927，5667松 陵
2，05410，82428，75314高 森
35612，88935，28099根 白 石
27729，08272，449262宮城消防署合計
89627，22268，13076本 署
231，8604，319186熊 ケ 根

1，336489，9371，050，296786消 防 局 合 計

※　署所面積は概数です。また，小数点以下を省略したため市域面積と一致しません。
　　人口及び世帯数は平成２７年４月１日現在の住民基本台帳に基づき算定しました。
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加加加加加 消防局及び消防署所等の所在地一覧 加加加加加
表－２　消防局及び消防署所等の所在地一覧 （平成２７年４月１日現在）

面　積（㎡）
建築年構　造所　　在　　地区　分

延　べ敷　地

８，８３６．７１３，５４５．６５Ｓ５６SRC，RC造８/１青葉区堤通雨宮町２番１５号
消 防 局
本 署

青
　
　
　
葉

７８８．１４１，３３６．５９Ｈ８RC造一部S造２/０青葉区国見三丁目１１番１９号国 見
８５１．４０１，０８６．１８Ｓ６３RC造一部S造２/０青葉区片平一丁目５番１３号片 平
１，０４１．３８４，７０４．８０Ｓ５５RC造２/０青葉区小松島四丁目７番１号小 松 島
５９９．９４１，５７１．０４Ｈ２２RC造一部S造２/０青葉区川平三丁目３番４８号荒 巻
３，０７８．９８５，０８６．７４Ｓ５８RC造一部S造３/０宮城野区苦竹三丁目６番１号本 署

宮
　
城
　
野

１，５７４．０３３，０６８．１１Ｈ１１RC造一部S造２/０宮城野区高砂一丁目３０番地の１５高 砂
７５２．２８１，４６５．０７Ｈ２７S造２/０宮城野区岩切字三所南１番地の４岩 切
７９６．１１１，４２２．５１Ｈ２０RC造２/０宮城野区鶴ヶ谷八丁目１９番地の６鶴 谷
７４３．７１８９８．００Ｈ６RC造３/０宮城野区原町一丁目３番５４号原 町
３，０６６．５８２，９２９．２２Ｈ４RC造４/０若林区遠見塚二丁目２５番２０号本 署若

　
　
　
林

１，２４６．５６８８１．４８Ｈ２１S造３/０若林区河原町一丁目２番１号河 原 町
４４７．０４６９８．００Ｓ５２RC造３/０若林区上飯田字天神１０５番地六 郷
２，８４５．７５４，１５５．４２Ｈ１RC造一部S造４/０太白区山田北前町１５番１号本 署

太
　
　
　
白

９９２．９４１，４９９．００Ｈ１４RC造一部S造２/０太白区大野田字袋前１４番地の１長 町
７９６．７４１，３１６．８３Ｈ７RC造２/０太白区中田四丁目１４番５号中 田
７４９．９１１，４５９．６５Ｈ２５RC造２/０太白区八木山香澄町２５番２０号八 木 山
５５９．３８２，５７３．６０Ｈ５RC造２/０太白区秋保町湯向２９番地の７秋 保
４８６．０７１，０１１．０１Ｈ６RC造一部S造２/０太白区茂庭台四丁目１番３４号茂 庭
３，９４９．１７１２，０１８．３１Ｈ１２RC造一部S造４/０泉区将監四丁目４番１号本 署

泉

１，４３０．４６１，５３９．０２Ｈ２２RC造２/０泉区八乙女中央三丁目７番６０号八 乙 女
４００．３０１，４００．８１Ｈ３RC造一部S造１/０泉区松陵五丁目２０番地の３松 陵
５１３．９８２，３３５．３０Ｈ５RC造一部S造２/０泉区高森四丁目２番地の６１６高 森
７６５．３５１，３５３．０５Ｈ１７RC造一部S造２/０泉区小角字館前１２番１根 白 石
２，１５９．７０３，４９５．８８Ｈ９RC造３/０青葉区落合二丁目１５番１号本 署宮

城 ５２０．５７１，５００．００Ｈ４RC造一部S造２/０青葉区熊ケ根字町一番の五１番地の７熊 ケ 根

７５４．４０６５３．６６Ｈ２６RC造２/０太白区あすと長町一丁目１番１号
救急

ステーション

１，３９９．８１３，９０９．００Ｈ５S造２/０岩沼市下野郷字新拓１６０番地の１消防航空隊



業 務 概 要業 務 概 要
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加加加加加 消 防 予 算 加加加加加

表－３　年度当初予算の比較

⑴　平成２７年度当初予算の概要
消防費の平成２７年度当初予算総額は１５８億１，４４６万

円で，仙台市一般会計予算５，３８９億１００万円に占める
割合は２．９％となっています。
消防費の科目別内訳は，人件費，庁舎維持管理費，
総合防災情報システム運営費等の消防費として１１５
億９，９９７万円，消防団施設，装備整備費及び団員報酬
等の消防団費として５億２，６４７万円，消防車両整備

費，消防水利整備費，庁舎施設・設備整備費等の消
防施設費として３６億８，０１２万円，火災予防対策等の
防災対策費として６７５万円，水防資機材整備等の水
防費として１１２万円です。
消防費の性質別内訳は，人件費１０５億７６８万円，事

業費５３億６７７万円となっています。
また，東日本大震災により被災した消防防災施設

の災害復旧費は６億９，８９５万円となっています。

対前年度比２７年度当初予算
（千円）

２６年度当初予算
（千円）

区　 　 　 分
割合（％）金額（千円）

100．86，686，069877，665，313870，979，244予算総額（企業会計を除く）

96．6－19，205，000538，901，000558，106，000一 般 会 計 総 額

109．51，376，59615，814，46014，437，864消 防 費

2．9％2．6%（ 対 一 般 会 計 構 成 比 ）

101．1129，15211，599，97411，470，822消 防 費

内　　 訳

116．373，652526，476452，824消 防 団 費

146．81，173，8263，680，1292，506，303消防施設費

101．0666，7596，693防災対策費

91．8－1001，1221，222水 防 費

266．9437，027698，951261，924災 害 復 旧 費
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⑶　過去５年間の歳出決算額
表－５　歳出決算額（一般会計との比較）

対一般会計構成比
（％）

消　　防　　費
（千円）

一　般　会　計
（千円）年　度　別

2．912，379，455427，744，67521

3．714，734，133396，055，50722

2．312，976，353571，335，31623

2．212，963，846598，008，69924

2．513，490，937540，474，68025

⑵　主な事務事業の概要
平成２７年度は，被害を最小限に留めるための効
率・効果的な消防活動の実施，メディカルコント
ロール体制の充実，防火対象物及び一般住宅におけ
る防火安全の確保対策，防災・減災対策の推進，大
規模地震災害対策の推進，消防防災施設の早期復旧

などの諸課題に対応するため，「消防活動体制の充
実」「救急業務実施体制の充実」「火災予防対策等の
推進」「大規模災害等への対応」「東日本大震災から
の復旧」「業務執行体制の充実」を基本方針として掲
げ，各種事業を積極的に推進します。

表－４　主な事務事業の概要

事業費
（千円）概　　　　　　　要事　　業　　名

628，771消防署所の適正配置を行うとともに，消防活動体制の再編に伴う諸整
備を行う。総 合 的 な 消 防 力 の 整 備

2，109，853消防救急デジタル無線の整備を行うとともに，通信運用体制の円滑化
及び通信指令技術の強化を図る。円滑な通信・指令体制の確立

164，425
地域の災害対応力の向上を図るため，コミュニティ消防センターや小
型動力ポンプ付積載車等の装備を整備し，消防団の充実強化を推進す
る。

消防団活動強化整備事業

121，194
救命効果の向上を図るため，医療機関と連携したメディカルコント
ロール体制の充実を図る他，救急救命士の養成・教育や処置範囲の拡
大に対応するための研修を行うとともに，救急ステーション及びドク
ターカーを運用し，救命効果の向上を図る。

救急業務実施体制整備事業

50，861
住宅からの出火防止と被害の軽減を図るため，関係行政機関・団体と
連携して住宅用火災警報器等の設置普及を推進する。また，民間自衛
消防力の確保及び小規模社会福祉施設の防火安全対策を図るとともに
違反是正を推進する。

火 災 予 防 対 策 等 の 推 進

15，526
今後の大規模地震災害に備え，防災・減災対策事業の更なる充実を図
る。また，大雨，台風による大規模な自然災害や重大な危機事象に適
切に対応できるよう体制の充実を図る。

大 規 模 災 害 等 へ の 対 応

325，617市民の「安全・安心」を確実なものとするため，東日本大震災におい
て被害を受けた消防防災施設等の早期復旧を目指す。東日本大震災からの復旧
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加加加加加 消 防 職 員 加加加加加

⑴　職員の配置状況
平成２７年４月１日現在の消防職員数は，１，０９５人

（消防学校入校中及び派遣等の職員６６人を含む）と
なっており，配置状況は，消防局に２１９人，消防署に
８７６人となっています。
勤務形態別配置状況は，交代制勤務者（警防部救
急課，指令課及び消防航空隊，並びに消防署警防課
及び消防分署）が８１０人，毎日勤務者が２８５人となっ
ております。

⑵　職員研修の状況
消防職員の学校教育機関として，消防大学校

（国），消防学校（県）があります。
平成２６年度は，消防大学校に９人，消防学校に７２

人の計８１人の職員をそれぞれの教育目的に応じた研
修科目に派遣し，知識・技術の向上を図りました。

表－６　職員の配置状況
宮　城泉太　白若　林宮城野青　葉消防局計区　分

11消 防 司 監
145消 防 正 監

11111117消 防 監
561061092571消 防 司 令 長
8191017161145126消 防 司 令
29535238505458334消 防 司 令 補
19395327485327266消 防 士 長
34545223消 防 副 士 長
19343927394444246消 防 士

111416その他の職員
841561711211691752191，095小　　計
45525122再 任 用 職 員
881611761231741752201，117合　　計

（平成２７年４月１日現在）

表－７　職員研修の状況 （平成２６年度中）

受講者数日数対象者・資格等研　　修　　種　　別区　分
１３２日消防司令幹部科（第３９期）

消
防
大
学
校

学
　
　
校
　
　
研
　
　
修

１３４日消防士長以上で救助業務に従事している者等救助科（第６９期）
１３４日消防司令補以上で予防業務に従事している者等予防科（第９７期）
１９日消防学校で教育訓練に従事している者又はその予定者新任教官科（第８期）
１７日緊急消防援助隊の指揮支援部隊長等緊急消防援助隊教育科　指揮隊長コース（第１２回）
１１０日消防司令補以上で消防航空業務に従事している者等緊急消防援助隊教育科　航空隊長コース（第１４回）
１１０日特別機動救助隊長等緊急消防援助隊教育科　

高度救助・特別高度救助コース（第４回）
１１０日NBC災害担当者又は特別機動救助隊長等緊急消防援助隊教育科　ＮＢＣコース（第４回）
１５日消防司令補以上で査察・違反是正業務に従事している者等違反是正特別講習（第２回）
４０１８０日新たに消防職員に任命された者初任総合教育（第１８期）宮

城
県
消
防
学
校

６１０日警防業務に従事している者警防科（第５期）
６１０日予防業務に従事している者予防査察科（第４期）
６１０日消防司令補及び部隊等の管理を職務とする消防士長の階級にある者初級幹部科（第３１期）
１０５日薬剤投与実施に係る認定を受けている救急救命士救急救命士処置拡大講習（第１期）
４８日救急救命士の資格を有する者救急救命士再教育（第５期）
６３日関係職にある者２級小型船舶操縦士

資
格
取
得
研
修

派
　
　
遣
　
　
研
　
　
修

１２日〃特殊小型船舶操縦士
６１日〃衛生管理者
８３日〃小型移動式クレーン
８３日〃クレーン玉掛け
３９日〃第１級陸上特殊無線技士
２１日〃潜水士
１９３４日〃大型自動車免許
１０１９日〃中型自動車免許
２１日〃特別管理産業廃棄物管理責任者
６１２４日救急救命東京研修所等での研修に派遣を命ぜられた者救急救命士養成研修救

急
救
命
士

６３０日救急救命士の国家試験合格者で救急救命士の業務運用がされていない者救急救命士就業前病院実習
１０３２日救急救命士救急救命士定期研修
７５３６５日〃救急ステーション実習
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加加加加加 広　　　報 加加加加加

⑴　主な広報活動
市民との協働による消防防災行政を推進するた
め，市民の皆さんが知りたい情報，暮らしの安全に
役立つ情報を提供して，消防防災行政への理解と協
力が得られるよう，広報活動を実施しています。
主な広報活動としては，各種事業や行事等につい
て市政記者クラブ等に対する資料の提供，ポス
ター，チラシ等の作成・配付，インターネット，フェ
イスブックを通じた防火防災情報の発信などを行っ
ています。

⑵　マスコットキャラクター

⑶　地震防災アドバイザー
平成１５年６月１６日から，地震災害対策強化の担当
として，「仙台市地震防災アドバイザー」を置き，市
民の地震に対する意識の啓発を行っています。
平成１８年１０月１日からは，仙台市地震防災アドバ

※　各まさむね君は「伊達 家  伯 記念會」の協力を得ております。
か はく

（平成２６年度中）

表－８　主な広報活動

件　数広　報　活　動

３１市 政 ク ラ ブ 資 料 提 供

45取 材 協 力

64テ レ ビ地震防災アドバイ
ザーによる広報 42ラ ジ オ

１４市 政 だ よ り （ 全 市 版 ）

1，741，929インターネットによる情報発信

８９フェイスブックによる情報発信

※インターネットによる情報発信は２６年４月から２７年
３月までのアクセス件数（総務局広報課によるカウント）

イザーに加え，地域でのきめ細やかな地震防災の啓
発を行うために設けた地域地震災害対策強化担当
が，「地域地震防災アドバイザー」として各消防署で
勤務しています。（平成２７年４月１日現在７３名）

「防災まさむね君」

「火消しまさむね君」 　「ＱＱまさむね君」

「レスキューまさむね君」
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加加加加加 消 防 音 楽 隊 加加加加加

⑴　消防音楽隊の活動
仙台市消防音楽隊は，現在隊長以下３３名の隊員で
編成されており，消防関係行事をはじめ各区民まつ
りなど仙台市の行事や，七夕まつりなどの伝統的行
事にも出場しています。
また，カラーガード隊「グリーン・ジュエルズ　
SENDAI」による華やかな演技を取り入れた効果的
な市政広報を行っております。

※現員：隊長以下３３名（音楽隊２４名・カラーガード
隊９名）

図－３　音楽隊構成図 （平成２７年４月１日現在）

隊　　　長

非常勤講師

副　隊　長

経 理 担 当 予算の管理

管 理 担 当 楽器・楽譜・被服等の整理保管

企 画 担 当 出場・訓練の調整

渉 外 担 当 渉外連絡及び広報

楽　　　長 副　楽　長

カラーガード隊

パートリーダー 隊員

（グリーン・ジュエルズ　ＳＥＮＤＡＩ）

コンサートマスター
ドラムメジャー

図－４　楽器編成図

木 管 楽 器

打　楽　器
電 気 楽 器

指揮者
（楽長・副楽長）

ドラムメジャー

※演奏形態により，楽器の持ち替えあり

金 管 楽 器

ト ラ ン ペ ッ ト⑷

ト ロ ン ボ ー ン⑸

チ ュ ー バ ⑴

アルトサクソフォン⑵

テナーサクソフォン⑵

バリトンサクソフォン⑴

パ ー カ ッ シ ョ ン⑵

セ ッ ト ド ラ ム⑴

エ レ キ ギ タ ー⑵

ベ ー ス ギ タ ー⑴

電 子 ピ ア ノ⑴
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表－１０　楽器保有数 （平成２７年４月１日現在）

表－９　出場状況及び訓練回数

平成２２年度平成２３年度平成２４年度平成25年度平成26年度区　　分

２５（１４）１９（１４）３１（１９）２５（１４）36（14）出 場 件 数

１５（　５）９（　６）１９（　９）１４（　６）20（　5）消 防 関 係 行 事

７（　６）７（　７）１０（　８）１０（　７）15（　8）市 関 係 行 事

３（　３）３（　１）２（　２）１（　１）1（　1）そ の 他 の 行 事

９７（５４）９７（５８）１３８（８２）１３３（９７）104（86）訓 練 回 数

※（　）内数字はカラーガード隊の出場･訓練回数。

楽　器　名　称（木管楽器・金管楽器）

区　分

チ

ュ

ー

バ

ト
ロ
ン
ボ
ー
ン

ユ
ー
ホ
ニ
ュ
ー
ム

ホ

ル

ン

コ

ル

ネ

ッ

ト

ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト

バ
リ
ト
ン
サ
ッ
ク
ス

テ
ナ
ー
サ
ッ
ク
ス

ア
ル
ト
サ
ッ
ク
ス

ソ
プ
ラ
ノ
サ
ッ
ク
ス

バ
ス
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト

ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト

オ

ー

ボ

エ

フ

ル

ー

ト

ピ

ッ

コ

ロ

252417135116143演　 奏　 用

324マーチング用

楽　器　名　称（パーカッション）

区　分

電

子

ピ

ア

ノ

エ
レ
キ
ベ
ー
ス

エ
レ
キ
ギ
タ
ー

テ
ィ
ン
バ
レ
ス

ボ

ン

ゴ

コ

ン

ガ

グ

ロ

ッ

ケ

ン

ビ
ブ
ラ
フ
ォ
ン

シ

ロ

フ

ォ

ン

テ

ィ

ン

パ

ニ

テ
ナ
ー
ク
ォ
ー
ド

ス
ネ
ア
ド
ラ
ム

バ

ス

ド

ラ

ム

ド
ラ
ム
セ
ッ
ト

シ

ン

バ

ル

1121112111　　112演　 奏　 用

　　　1224マーチング用
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加加加加加 警　　　防 加加加加加

⑴　出火の状況及び火災による損害額
平成２６年中の出火件数は３３４件で，前年（３０８件）
に比べ２６件増加しています。また，火災による死者
は１７人（前年９人），負傷者は５１人（前年４６人）となっ
ています。

損害額は３億６３８万６千円で，前年に比べ６億６１３
万２千円減少しています。過去１０年間の平均と比べ
ても２億８８５万９千円減少しています。
１万人あたりの出火件数（出火率）は，３．１件と
なっています。

表－１１　火災の状況

平　成　２５　年平　成　２６　年単　位区　　　分

308

１８５

134

334

213

152

件

ぼ　 や

建
物
火
災

出
　
火
　
件
　
数

2135部 分 焼

96半 焼

2019全 焼

11爆 発

123

33

121

30車 両 火 災

00船 舶 火 災

01林 野 火 災

9090そ の 他 火 災

227

155

278

185

棟

ぼ や
焼
損
棟
数

3655部 分 焼

108半 焼

2630全 焼

159

128

199

173

世帯

小 損り
災
世
帯

106半 損

2120全 損

339440人り 災 人 員

7，0753，631㎡建 物 （ 床 面 積 ）焼
損
面
積

270466㎡建 物 （ 表 面 積 ）

07a林 野

637，007139，819

千円

建 物建
物

損
　
　
害
　
　
額

219，671149，230収 容 物

49，90315，807車 両

00船 舶

00林 野

5，9041，529そ の 他

331爆 発

912，518306，386合 計

917
人

死 者

4651負 傷 者

130144件放 水 火 災

2．93．1件／万人出 火 率
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⑵　出火原因
平成２６年中の出火件数３３４件のうち，失火による
火災が２４４件（７３．０％）で，前年より４．９ポイント減
少しています。次いで，放火・放火の疑いが８１件
（２４．３％）で前年より４．８ポイント増加しています。

⑶　主な出火原因
平成２６年中の出火件数３３４件のうち，放火・放火の
疑いによる火災が８１件で全火災の２４．３％を占め，昭
和５５年以降３５年連続出火原因の１位となっていま
す。次いで，たばこの４２件，こんろの３４件となって
います。

⑷　火災種別出火件数
出火件数を火災種別にみると，建物火災が２１３件

（６３．８％），その他の火災９０件（２６．９％），車両火災が
３０件（９．０％），林野火災が１件（０．３％）となってい
ます。
※その他の火災とは，空地，土手，河川敷等の枯草，
ごみ集積所等の火災をいう。

⑸　消防隊の出場状況
平成２６年中における消防隊の出場件数は３，８３７件

で，出場延人員は４１，５５５人でした。その内訳は，火
災出場（管外出場含む）が３４２件（出場人員６，８６９人），
火災以外の災害出場が３，４９５件（出場人員３４，６８６人）
となります。

表－１２　出火原因別出火件数と構成比率

平成25年平成26年
区　　分

割合（％）出火件数割合（％）出火件数
77．924073．0244失 火
19．56024．381放火（疑い含む）
1．341．24自然発火･再燃等
1．341．55不 明
100．0308100．0334合 計

表－１３　主な出火原因別の出火件数
（平成２６年中）

件数出　火　原　因順位
81放 火 ・ 放 火 の 疑 い1　位
42たばこ（寝たばこ，投げ捨て等）2　位
34こんろ（内天ぷら油15件）3　位
30電 灯 ・ 電 話 等 の 配 線4　位
17ス ト ー ブ5　位
12電 気 機 器6　位
9排 気 管7　位
8配 線 器 具8　位

表－１４　火災種別出火件数と構成比率

平成２５年平成２６年
区　　分

割合（％）出火件数割合（％）出火件数
60．118563．8213建 物 火 災
29．29026．990そ の 他 の 火 災
10．7339．030車 両 火 災
0．000．31林 野 火 災
0．000．00船 舶 火 災
100．0308100．0334合 計

表－１５　災害種別の出場状況 （平成２６年中）

一件あたりの
出 場 人 員

一件あたりの
出 場 台 数出場人員出場台数出場件数区　　　分

10．82．941，55510，9433，837合　　　計
29．56．14，047838137放 水火

　
災

13．82．62，711511197非 放 水
13．93．8111308管 外
5．01．31，104285221自 然 災 害

火
　
　
災
　
　
以
　
　
外

22．86．210，9382，961479救 助
7．11．91，697467240危 険 物 漏 洩
21．46．22788113ガ ス 漏 れ
26．97．32，956804110誤 報
10．52．743111241偽 報
5．11．31，273313250非 火 災 報
7．72．213，1163，7701，705Ｐ Ａ 連 携
6．61．82，893771436そ の 他
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⑹　消防隊の訓練実施状況
消防を取り巻く社会情勢の変化に伴い，火災はも
とより，集団災害や特殊災害など，災害も複雑多様
化し，従来の消防活動に加えて，新たな知識や資機
材，消防戦略が必要とされています。このような変
化に確実に対応し，災害による被害を軽減するた
め，社会情勢に即応した訓練を実施しています。

７　緊急消防援助隊
緊急消防援助隊は，阪神・淡路大地震の教訓を踏
まえて，国内で発生した地震等の大規模災害時にお
ける人命救助活動をより効果的かつ充実したものと
するため，平成７年６月に発足しました。本市のこ
れまでの出動実績は，９件となっています。
平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災では，
全国の緊急消防援助隊が被災地に応援のために出動
し，仙台市は，札幌市，東京都，北九州市の航空隊
と，神奈川県，三重県，島根県，熊本県の陸上隊の
応援を受け，消火，救助，救急及び危険物排除等の
災害に対応いただきました。

表－１６　本市消防隊の訓練実施状況 （単位：回）（平成２６年度中）

効果確認災害対応
訓 練

集団災害
訓 練消防訓練水防訓練林野火災

訓 練
機器操作
訓 練

活動技術
訓 練

指揮技術
訓 練区 分

120477299019186，2014，533281合計

3022584－43051038青 葉

28341326311，27387955宮 城 野

392425231，06342425若 林

731213321，5551，13760太 白

428517381，12186176泉

121712163356652023宮 城

－14－5111932024消防航空隊

災　害　の　内　容活　動　期　間年件数

岩手県内陸北部地震Ｈ１０．９．４（１日）101
北海道有珠山火山災害Ｈ１２．４．３～Ｈ１２．４．１９（１７日）122
十勝沖地震Ｈ１５．９．２６（１日）

15
3

出光興産北海道製油所貯蔵タンク火災Ｈ１５．９．２８～Ｈ１５．１０．１１（１４日）4
新潟・福島豪雨Ｈ１６．７．１４～Ｈ１６．７．１５（２日）

16
5

新潟県中越地震Ｈ１６．１０．２３～Ｈ１６．１０．２８（６日）6
新潟県中越沖地震Ｈ１９．７．１６～Ｈ１９．７．２３（８日）197
岩手・宮城内陸地震Ｈ２０．６．１４～Ｈ２０．６．１８（５日）

20
8

岩手県沿岸北部地震Ｈ２０．７．２４～Ｈ２０．７．２４（１日）9

表－１７　本市緊急消防援助隊の出場実績

表－１８　本市緊急消防援助隊の登録状況
（平成２７年４月１日現在）

登録人数登録隊数区 分
186（176）45（43）合 計
153指 揮 支 援 隊
41宮 城 県 大 隊 指 揮 隊
459消 火 小 隊
153救 助 小 隊
246救 急 小 隊
167後 方 支 援 小 隊
31通 信 支 援 小 隊
28（18）7（　5）特 殊 災 害 小 隊
246特 殊 装 備 小 隊
122航 空 小 隊

※（　　）内は重複を除いた数
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⑴　救助業務の実施体制
近年発生している多種多様な救助事案に適確に対
応するため，平成１９年４月に消防活動体制を再編
し，人命の救助に関する専門的かつ高度な知識を
持った特別機動救助隊（スーパーレスキュー仙台，
２隊３２名・特殊災害対応車（ＮＢＣ車）１台・救助
工作車Ⅲ型２台・特別高度工作車２台を運用）を青
葉消防署と若林消防署に配置しました。その後，若
林消防署配置隊を平成２１年４月１日から若林消防署
河原町分署に，青葉消防署配置隊を平成２２年１１月１
日から泉消防署八乙女分署へ配置替えしています。
更に，各消防署（６署）に救助隊と消火隊の機能を
併せ持つ特別消防隊（ファイヤーレスキュー，６隊
９６名・ポンプ付救助工作車６台・はしご自動車６台，
大型水そう車６台を運用）を配置して，救助業務を
実施しています。

⑵　事故種別救助隊出場件数及び活動の状況
平成２６年中における救助活動実施状況は，救助出
場件数６１６件（対前年４１件増），救助活動件数４０７件
（同１０７件増），救助人員３１３人（同６８人増）となって
います。

⑶　救助隊の訓練実施状況
各救助隊は人命の救助に関する専門的な教育を受

けた隊員により，複雑多様化する火災・交通事故・
水難事故・自然災害等のあらゆる災害現場において
迅速かつ確実な人命救助活動及び消火活動を行うた
め，各種訓練を実施しています。

⑷　国際消防救助隊（ＩＲＴ）
仙台市は，昭和６２年に国際消防救助隊協力都市と

なり，現在職員１１名が国際消防救助隊員に登録され
ています。出場体制は協力都市で日付毎にグループ
化しており，本市の場合は，毎月１７日から２０日まで
の間に消防庁長官から要請があったときに第一出場
順位として出場する体制となっています。
本市では，平成１１年９月２１日に発生した台湾地震

に４名，平成１５年６月２２日に発生したアルジェリア
北部地震に２名の隊員を日本救助チームの一員とし
て派遣し，人命救助活動にあたりました。

加加加加加 救　　　助 加加加加加

表－１９　事故種別救助隊出場件数及び活動状況 （過去３年）

救　助　人　員活　動　件　数出　場　件　数災 害 種 別 24年25年26年24年25年26年24年25年26年
248245313323300407593575616合 計
1857836788126106114建 物火 災 1437222323建物以外
779795708482126127113交 通 事 故
101316131019161422水 難 事 故
3722413自 然 災 害 事 故
132210221145機 械 に よ る 事 故
81771218781127102110152建 物 等 に よ る 事 故
211632131514ガ ス 及 び 酸 欠 事 故

破 裂 事 故
435064485078173175170そ の 他 の 事 故

回　　数訓　練　内　容
2，034体 力 錬 成 訓 練
3，443ロープ基本・応用訓練
6，485検 索 ・ 救 助 訓 練
3，253各種救助器具取扱訓練
821各種救助事象想定訓練
4そ の 他 の 訓 練

16，040合 計

表－２０　救助隊の訓練実施状況
（平成２６年中）
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加加加加加 航 空 消 防 加加加加加

⑴　航空消防業務の実施体制
仙台市消防航空隊は，ヘリコプターを活用した山
林火災における空中消火，遭難者の検索や救助，救
急搬送，ヘリコプターテレビ電送システムなどを活
用した情報収集等の航空消防活動を実施するため，
平成５年４月に太白区郡山の「仙台ヘリポート」を
基地として発足しました。
そして，平成１３年２月には若林区荒浜に「仙台市
消防ヘリポート」が完成し，同年４月からこのヘリ
ポートに消防航空隊，救助隊並びに救急隊を配置
し，「荒浜航空分署」として新たなスタートを切りま
した。
また，平成１８年８月には宮城県沖地震への対応や
点検等による空白期間を解消するため，新たに２機
目の消防ヘリコプターを導入し，２４時間３６５日常時
１機体制の確保等，消防航空体制の強化を図りまし
た。更に平成２３年４月には消防ヘリコプター１号機
を更新しました。
平成２３年３月１１日発生
の東日本大震災に伴う大
津波により仙台市消防ヘ
リポートが被災したた
め，現在は仙台空港を暫

定的活動拠点としています。

⑵　消防ヘリコプターの災害種別出場状況
消防ヘリコプターは，消防防災業務に幅広く活用

されており，平成２６年中の出場実績は，市域内への
出場６０件（火災１３件，救助２１件，救急２２件，自然災
害２件，その他２件），市域外への出場２２件等となっ
ています。
また，これまでの大規模災害時等の実績として，

阪神・淡路大震災を契機に発足した「緊急消防援助
隊」による出場が４件，「宮城県内航空消防応援協
定」による出場が１８８件となっています。

⑶　航空消防活動訓練の実施
消防航空隊は，航空消防活動における専門的な教

育を受けた隊員による部隊として，各種災害現場に
おいて特殊な活動を行うため，日常から，その資質
向上を図るために航空救助・救急訓練などの各種訓
練や県内外の消防機関，自衛隊等の他機関と合同で
大規模災害対応訓練等を実施しています。

表－２１　消防ヘリコプターの災害種別出場状況
（平成２６年中）

救助搬送
人　　数出場人数飛行時間出場件数

（件）
災害
種別

11815：1419火 災

2117523：1728救 助

3018630：0231救 急

173：402自然災害

91：352そ の 他

５１50573：4882合 計

表－２３　月別活動別出場件数 （平成２６年中）

合計12月11月10月９月８月７月６月５月４月３月２月１月区　分
82165074511197710合 計
21121311012情 報 収 集
33消 火 活 動
22323231341救 助 活 動
28222154336救 急 活 動
0照 明 活 動
0物 資 輸 送
211人 員 輸 送
0無 線 中 継
51121活 動 無
11そ の 他

表－２２　区域別活動別出場件数
（平成２６年中）

合計市域外市域内市内沿岸部宮城泉区太白区若林区宮城野区青葉区区分
822260299162715合 計
213182116161情報収集
330消火活動
2261644413救助活動
2891943318救急活動
000照明活動
000物資輸送
2022人員輸送
000無線中継
514121活動無
1011その他

※市内沿岸部：津波避難広報のため複数区において活動を実施
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加加加加加 水　　　防 加加加加加

⑴　主な水防実施機関とその任務
水防活動の実施機関と任務分担は次表のとおり
で，水防法第１０条及び第１１条の規定に基づく洪水予
報の通知があったときから，洪水の危険が除去され

るまでの間，水防活動を行います。ただし、仙台市
災害対策本部が設置されたときは、当該本部の組織
として活動します。

表－２４　主な水防実施機関とその任務 （平成２７年４月１日現在）

※　上記以外の部署等についても，仙台市災害対策本部運営要綱に規定する部事務分掌のとおり対応するものとする。

⑵　指定水防区域

表－２５　指定水防区域 （平成２７年４月１日現在）

水　防　管　理　者（市長）

任　　　　　　　　　　務担当課担当局

各局・区の連絡調整，気象情報・災害情報等の収集伝達，防災指令の伝達，災害対策本
部の設置運営

危 機 管 理 課

危機管理室 防 災 計 画 課

減 災 推 進 課

各課の連絡調整，職員の動員，消防団の庶務総 務 課

消 防 局

消防車両及び資機材の整備，消防車両等の燃料等の調達管 理 課

災害の記録，被害状況の集約，他課の支援
予 防 課

危険物保安課

防御活動の指揮及び部隊運用，隊員及び資機材の輸送・配分，被害状況図及び警防活動
図の作成，災害活動，救助及び警戒の総合調整，資材の調達，収用

警 防 課

救急に関する医療機関との相互連絡，救急の災害活動及び警戒に関する総合調整救 急 課

消防隊等の指令管制，指揮命令の伝達，災害情報の収集伝達指 令 課

被害状況の把握，救急救助の災害活動及び部隊運用の支援消 防 航 空 隊

警戒防御，避難の勧告及び誘導，人命救助，被害情報等の収集伝達
消 防 署

消 防 団

用排水施設に関すること農 林 土 木 課経 済 局

排水施設の管理及び操作

設備管理センター

建 設 局
下水道北管理センター

下水道南管理センター

準用河川及び普通河川の施設に関すること河 川 課

災害情報の収集伝達，避難所開設・運営区 民 生 活 課区 役 所

重　　　要　　　水　　　防　　　箇　　　所区　　　分

名取川３０箇所，広瀬川２３箇所，七北田川８箇所，梅田川６箇所，北貞山運河１箇所重 要 水 防 区 域

名取川１区間，広瀬川１区間重要水防特定区間

高野川，井土浦川，貞山運河，二郷堀，要害川，広瀬川の一部準重要水防区域



―　　―１９

加加加加加 救　　　急 加加加加加

１　救急業務の実施体制
救急業務は，昭和３８年に法制化されて以来，年々
その体制が整備され，現在では市民の生命，身体を
守るうえで必要不可欠な行政サービスとして市民の
生活に深く定着しています。
また，平成３年以降，救急救命士法の制定や高規
格救急車の整備により救急業務の高度化が図られま
した。平成１５年４月からは，市内４医療機関との連
携によりメディカルコントロールシステムを導入し
ています。
平成２７年４月１日現在，６署３分署１２出張所１救
急ステーションに２４隊の救急隊（うち１隊は高度処
置救急隊（ドクターカー））を設置しており，専任救
急隊員１８８人（予備隊員数４３９人）と３２台の高規格救急
車（予備車８台を含む）で救急業務を実施しています。

⑵　救急出場件数及び搬送人員の状況
平成２６年中における救急業務の実施状況は，救急
出場件数４７，１８４件（対前年１，５１３件増，対前年比３．３％

増），搬送人員４０，８１３人（対前年１，３０２人増，対前年
比３．３％増）となっています。
これは，１日平均１２９件，１１．１分に１回の割合で

救急隊が出場し，市民の２６．２人に１人が救急隊に
よって搬送されたことになります。

３　事故種別傷病程度別搬送人員
平成２６年中の搬送人員４０，８１３人の傷病程度別の状

況をみると，死亡，重症，中等症が全体の６４．１％，
軽症の割合は３５．９％となっています。

４　救急隊員に対する教育訓練
救急救命士が技術の維持と新しい知識の習得を図

るため，医師による講義，シミュレーション実習，
救急車同乗実習や病院実習などの生涯教育を平常勤
務と切り離した教育システムの中で毎年組織的に実
施しています。
また，救急救命士が行える処置範囲は，飛躍的に

拡大しており，①気管内チューブによる気道確保

表－２６　救急隊の配置状況 （平成２７年４月１日現在）

救　急　隊　設　置　署　所救急隊数署　名　称
救急ステーション（うち１隊は高度処置救急隊）2 隊消 防 局
本署，国見出張所，片平出張所２隊，荒巻出張所5 隊青 葉 消 防 署
本署，高砂分署，岩切出張所，鶴谷出張所，原町出張所5 隊宮 城 野 消 防 署
本署，河原町分署2 隊若 林 消 防 署
本署，長町出張所，中田出張所，八木山出張所，秋保出張所5 隊太 白 消 防 署
本署，八乙女分署，根白石出張所3 隊泉 消 防 署
本署，熊ヶ根出張所2 隊宮 城 消 防 署

24隊合 計

表－２７　救急隊員数等 （平成２７年４月１日現在）

188専任救急隊員
救 急 隊 員 数 439予備救急隊員

627計（人）
381救急科（２５０時間）修了者

救急隊員有資格者の内訳

291救急科救急標準課程（２５０時間）修了者
96救急Ⅰ課程（１３５時間）及び救急Ⅱ課程（１１５時間）修了者
11救急Ⅰ課程（１３５時間）のみ修了者
779計（人）
162救急救命士有資格者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人）
121各救急隊

救急救命士配置状況
9指令課
4救急課（救急ステーション救急隊を除く）
28その他（研修所派遣，各署日勤等）
162計（人）
23各救急隊

救 急 車 配 置 状 況 1高度処置救急隊（ドクターカー）
8予備車（本署及び救急ステーション，管理課に各１台配置）
32計（台）
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（気管挿管），②エピネフリン（強心剤）の投与，③
自己注射が可能なアドレナリン（エピネフリン）製
剤の条件付き投与の他，平成２６年には，④心肺機能
停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液，
⑤血糖測定とブドウ糖溶液の投与の２処置が更に追
加され，これらの拡大処置を実施できる認定救命士
を早期に養成するための特別教育を受講させるなど
救急業務の高度化に対応するための取組みも実施し
ています。
その他，救急救命士の業務との連携を図るため，
救急救命士以外の救急隊員にも定期的な教育訓練を
実施しています。

５　メディカルコントロールシステム整備
平成１５年４月から，市内４医療機関と連携し，メ
ディカルコントロールシステムを運用しています。

６　市民に対する応急手当の普及啓発
市民の救命率の向上を図るためには，救急隊が現
場に到着するまでの間に，心肺機能停止（CPA）状
態で倒れた人に対して，その場に居合わせた市民が
心肺蘇生法を施すこと（バイスタンダ－CPR）が極
めて重要です。
仙台市では，平成１６年度を初年度として市民２０万

人（５人に１人）の受講を目標としてきたこれまで
の取組みを継承し、引続き毎年度２万人の受講を目
標として，人工呼吸と胸骨圧迫を主とした救命講習
会を開催し，市民に対する応急手当の普及啓発を積
極的に進めています。
平成１７年度からは，カリキュラムに自動体外式除

細動器（AED）の取扱いを加えるとともに，心肺蘇
生に関する新たなガイドラインを受け，平成２４年度
からは，子供への応急手当に特化した講習や，より
気軽に応急手当が学べる「救急入門コース」を設け
ています。
また，応急手当について学べるホームページの開

設や緊急時にも使えるスマートフォン用のアプリ
ケーションを公開するなど，応急手当の裾野の拡大
に取り組んでいます。

７　仙台市救急ステーション
仙台市救急ステーションは，①ドクターカー運用

の拠点としての機能，②間接的メディカルコント
ロール（事後検証，救急隊員教育，症例検討会）の
拠点施設としての機能，③救急業務の高度化に適確
に対応するため、救急業務全般を統括的に指導する
救急課直轄の救急隊の活動拠点としての機能，これ
ら３つの機能を併せ持つ施設です。

表－２８　救急出場件数及び搬送人員の推移

表－２９　事故種別傷病程度別搬送人員
（平成２６年中）

全　　　　　　　国仙　　　台　　　市区　分 指数搬送人員数指数出場件数指数搬送人員数指数出場件数
1004，958，3631005，280，42810035，70610039，193平成17
994，895，328995，240，4789835，0039938，787平成18
994，905，5851005，293，40310035，54810139，464平成19
944，681，447975，100，3709433，4159637，512平成20
954，686，045975，125，9369333，1409737，863平成21
1004，982，5121045，467，62010236，31210742，052平成22
1055，185，3131085，711，10211240，08611846，394平成23
1065，250，3021105，805，70110838，68811545，226平成24
1085，342，6531125，912，62311139，51111745，671平成25
1095，399，6181135，982，849１１４４０，８１３１２０４７，１８４平成26

その他軽症中等症重症死亡計区分

48，52214，3902，23428825，438急 病

33593，7671，18835，320転 院 搬 送

22，8021，963450545，271一 般 負 傷

12，3729449873，422交 通

060062595421，362そ の 他

1014，65521，6894，06539440，813計

※　平成26年の全国値は速報値
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８　PA連携（消防ポンプ車（Pumper）と
　　救急車（Ambulance）の連携）運用
平成１８年６月から，心肺機能停止傷病者が発生し
た場合に，救急車に加え最寄の消防署所から自動体
外式除細動器（AED）などの救急資器材を積載した
消防車等も出場させるPA連携を運用しています。
消防隊員等が早期に救命処置を行い，到着した救
急隊の救急救命士が処置を引き継ぐことにより，救
命率の一層の向上が期待されます。
 

９　応急手当協力事業所表示制度
　　（杜の都ハートエイド）
平成２１年９月９日の「救急の日」から，自動体外

式除細動器（AED）を設置するとともに，応急手当
を行うことができる人を配置し，応急手当に協力す
る意向を有する事業所等に対して「応急手当協力事
業所」である旨の証票及びステッカーを交付し，広
く市民に周知しています。
平成２７年４月１日現在の登録事業所施設数は，

８７４施設となっています。

表－３０　救急隊員に対する教育訓練の実績 （平成２６年度中）

人員（回数）教　育　訓　練　項　目
6救急救命士養成（養成研修派遣）
4宮城県消防学校救急救命士再教育講習派遣
0宮城県消防学校救急科派遣
35宮城県消防学校初任総合教育（救急科）
131　（2回）救急救命士継続教育プログラム（生涯教育）
74救急ステーション実習（生涯教育・１ヵ月）
6救急救命士就業前病院実習
8東北救急医学会救急隊員部会（盛岡市）
5日本臨床救急医学会（栃木県下野市）
4全国救急隊員シンポジウム（相模原）
24宮城県救急医療研究会（仙台市）
87救急隊員研修会（新隊員･活動研究会）
46　（２回）救急技術訓練
8気管挿管病院実習
6薬剤投与病院実習
10宮城県消防学校救急救命士処置拡大講習

表－３１　メディカルコントロールシステム整備

業　　　務　　　内　　　容医療機関名

①指示，指導・助言　②事後検証（メディカルディレクター）東 北 大 学 病 院

①指示，指導・助言　②病院実習　③事後検証（メディカルコントロール・メイン）仙 台 市 立 病 院

①指示，指導・助言　②事後検証（メディカルコントロール・サブ）国立病院機構仙台医療センター

①指示，指導・助言　②事後検証（メディカルコントロール・サブ）仙 台 オ ー プ ン 病 院

表－３２　救命講習の実施状況 （単位：人）

累計平成26年平成25年平成24年平成23年平成22年平成21年平成20年平成19年平成18年平成17年平成6～平成16区　　分

333，61321，69818，86420，65115，28320，15122，03824，97022，37320，82117，792128，972普通救命講習

13，6286035836395406255075006599821，0646，926上級救命講習

4，4891881892271951852512952833183901，968応急手当普及員講習

10，0764，4823，9471，647－－－－－－－－救命入門コース

361，80626，97123，58323，16416，01820，96122，79625，76523，31522，12119，246137，866合　　計

※　「救命入門コース」は平成２４年から
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加加加加加 指　　　令 加加加加加

１　総合防災情報システム
仙台市では災害情報を収集伝達し処理する能力を
高め，災害による被害の軽減を図るため，先端技術
を用いた「仙台市総合防災情報システム」を整備し

ています。システムの持つ高度な機能が，出場まで
の時間短縮や災害現場支援の効率化に大いに役立っ
ています。

表－３３　総合防災情報システムの機能 （平成２７年４月１日現在）

機　　　　　　　　　　能システム名称

総
　
　
　
合
　
　
　
防
　
　
　
災
　
　
　
情
　
　
　
報
　
　
　
シ
　
　
　
ス
　
　
　
テ
　
　
　
ム

１１９番通報の通報者情報を通信事業者に照会することにより取得して地図を表示する。不明確な通
報でも災害の発生場所等を的確に把握できる。発 信 地 表 示 シ ス テ ム

指
令
管
制
サ
ブ
シ
ス
テ
ム

従来オペレータが肉声で読み上げていた災害発生場所等を，コンピュータ合成音声に変換して指令
を送出する。オペレータが通報者と会話している間に合成音声による指令が可能となり指令伝達の
時間短縮を実現できる。

合成音声指令システム

消防車両にＡＶＭ端末装置を設置し，「出場」「現場到着」等車両の状態を管理する。隊編成システ
ムと連携して効果的な部隊編成を行うことができる。

車 両 動 態 管 理
シ ス テ ム

仙台市域の地図情報をデータ化し消火栓などの支援情報を重ね合わせて地図情報データを作成す
る。作成したデータによって消防情報センターにおける電子的な運用と各消防隊・救急隊に配付す
る消防地図帳の出力を行う。随時更新作業により最新の情報を利用した消防活動を可能とする。

地 図 情 報 シ ス テ ム

車両動態管理システムと連動して，事前に設定された出場計画に基づいて災害発生場所からの直近
順に消防隊を自動的に選択する。隊 編 成 シ ス テ ム

消防活動上必要な建物図面等のイメージデータを無線情報車へタイムリーに伝送し，消防活動の効
率的展開を支援する。画像情報処理システム

発信地表示システム等と連動し，消防団員に対し，災害時優先電話回線を利用して指令情報等の配
信を行う。

消防団出場指令システム
（平成２０年４月稼動）

道路や水道の工事等消防の業務に影響する届出情報や医療機関，防災のための資機材，消火栓など
の消防水利，防火のための建物情報，災害時に支援が必要な方の情報など災害現場活動に必要な情
報をデータベース化し効率的な業務運用を行う。

届 出 情 報 ・ 支 援 情 報支
援
情
報
サ
ブ
シ
ス
テ
ム

救急・救助・火災等の災害現場における活動結果を登録する。災 害 活 動 報 告

モバイル端末を携行した救急隊と消防情報センターが，ネットワークを通じて全ての病院照会情報
をリアルタイムで共有することにより，迅速かつ効果的な病院照会の支援を行う。

病院照会サポートシステム
（平成２２年４月稼動）

大規模災害発生時に災害及びその他の情報を集中管理し，災害現場及び作戦本部，各消防署等にお
いて活動に必要な情報の幅広い共有を図り警防体制の充実強化を実現する。

非常時災害対応状況報告システム
（平成２２年４月稼動）

消防局，宮城，秋保付近の気象情報及び市内１５カ所の雨量に関する観測データを活用する。気 象 情 報 シ ス テ ム
防
　
　
　
　
災

サ
ブ
シ
ス
テ
ム

消防法上検査が必要な建物等に関する防火管理の状況や消防用設備等に関する情報を検査に基づい
て登録し管理する。査察情報管理システム予

　
　
　
　
防

サ
ブ
シ
ス
テ
ム

災害弱者の情報を管理する。災害弱者台帳管理システム
（平成７年１月稼働）

防火管理者，自主防災組織，少年消防クラブ，婦人防火クラブの状況を管理する。一般予防情報管理システム

職員，団員に関する各種情報及び履歴を管理する。職員・団員管理システム総
　
　
務

サ
ブ
シ
ス
テ
ム 職員が利用する制服や装備などの貸与状況を管理する。被 服 管 理 シ ス テ ム

（平成８年４月稼働）

支援情報サブシステムによって蓄積された情報を国への報告や効率的な部隊運用に資するための統
計情報として活用する。

救急・災害統計システム統
　
　
　
　
計

サ
ブ
シ
ス
テ
ム

資 機 材 統 計 シ ス テ ム

消防水利統計システム

火災に関する情報の統計・分析を行い，火災等の報告の敏速化を図る。火 災 統 計 シ ス テ ム
（平成８年１月稼働）

市内高所に設置した災害監視用高性能カメラによって災害発生地の映像を消防情報センターに伝送
し，災害状況の把握に役立てる。

高 所 監 視 カ メ ラ
（平成８年４月稼働）

映
像
伝
送
サ
ブ
シ
ス
テ
ム

ヘリコプター搭載のテレビカメラで撮影した災害現場映像を消防情報センターに電送する。ヘリコプターテレビ電送システム
（平成５年３月稼働）

通信衛星を介した映像送受信機能を有し，大規模災害発生時等に総務省消防庁や他都市との災害現
場映像の相互共有を実現し，速やかな救援及び災害対応体制確立を支援する。

衛 星 地 球 局
（平成８年４月稼働）

消防情報センターで扱う各種災害映像をネットワーク経由で各消防署等及びその他の防災機関へ伝
送する。映 像 伝 送 シ ス テ ム
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⑵　通信設備
仙台市では，消防救急活動の高度化及び電波の有

効利用の観点から，平成２８年４月の運用開始に向け
て消防救急無線のデジタル化を進めております。

表－３４　通信設備の構成 （平成２７年４月１日現在）

１式受付指令制御装置

受 付 指 令 設 備

１式非常用受付指令制御装置
複座式２０席指令台
１台画像処理台
３種７面表示盤
２種２式録音装置
２９式受令端末設備
１式車両運用卓
９台無線モニタ装置
１式AVM制御装置
２台FAX１１９用ファクシミリ
２台メール１１９用送受信端末（聴覚障害者用）
１式トーキー音源装置
１式携帯電話・IP電話位置情報通知システム発 信 地 表 示 設 備
２式カメラ装置（カラー・赤外）

高 所 監 視 設 備
１式カメラ制御装置
１式操作卓
１式録画装置
１式操作卓

ヘ リ テ レ 電 送 設 備 １式自動追尾空中線装置
１式録画装置
１式アンテナ装置

衛 星 地 球 局

１式送受信装置
１式搬送端局装置
１式一斉受令装置
１式回線接続制御装置
１式遠方監視制御装置
４卓映像操作卓

映 像 設 備

５式６５インチプラズマディスプレイ
１式５０インチプラズマディスプレイ
９式４２インチプラズマディスプレイ
３式書画カメラ
１式録画装置
１式静止画伝送装置
３式無線伝送装置（～災害対策本部，～宮城県警）
１式河川映像情報受信設備（～国土交通省）
１式防災行政用無線操作卓

津波情報伝達システム
１式防災行政用無線親局設備
１式地図表示盤
76基屋外拡声装置
２５式電子交換機

電話・ファクシミリ設備

５式電子釦電話装置
３０式インバンド信号装置
５６式ファクシミリ装置
３７式衛星携帯電話
６３式携帯電話（自動車電話を含む。）
２２台駆込電話
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２９局１５０MHz１０W・５W消 防 系固 定 局

無 線 電 話 設 備

３１局１５０MHz１０W・５W消 防 系基 地 局
２局１５０MHz１０W消 防 系

携帯基地局
（１局）４００MHz１０Wヘリテレ系
８４局１５０MHz１０W・５W・１W

消 防 系
携 帯 局

１５４局４００MHz１W
３局１５GHz５W

ヘリテレ系
（３局）４００MHz５W
２３７局（救急系３８局含む）１５０MHz１０W

消 防 系陸上移動局 ９５局１５０MHz５W・１W
１６６局４００MHz１W
６８局１５０MHz消 防 系受 信 設 備
１局１３０MHz２５W（固定型）

航 空 系航 空 局 ３局１３０MHz１.５W（携帯型）
２局１３０MHz１０W（携帯型）
２局１３０MHz２５W航 空 系航 空 機 局
１式光伝送路終端装置

光 伝 送 設 備 １式光画像伝送装置
１区間光ファイバーケーブル線路
３式気象観測設備

気象・地震観測設備
３式気象テレメータ設備
１式地震計
15式雨量計
２式災害現場画像情報送信システム

そ の 他 の シ ス テ ム

１式河川･流域総合情報システム端末装置
２式気象情報受信用端末（～気象台）
２式総合防災情報システム端末装置（～総務省消防庁）
２式MIDORI端末（～宮城県）
１式職員非常呼出システム
３式緊急速報メール送信用端末装置
１式災害情報提供システム（杜の都防災メール）
１式緊急通報システム
２０回線４０チャンネル緊急通報用回線（INS１１９番回線）

主 要 回 線 等 の 数

２０回線４０チャンネルうち発信地表示設備対応回線
２回線緊急通報システム用回線
５２回線音声指令回線
２９回線データ指令回線
１回線メール１１９用回線
１６回線病院専用回線
２０回線自動応答装置（火災等の問い合わせ用）



―　　―２５

図－５　有線系統図 （平成２７年４月１日現在）
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図－６　無線系統図 （平成２７年４月１日現在）
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図－７　映像伝送システム系統図 （平成２７年４月１日現在）
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加加加加加 危機管理・防災 加加加加加

本市は，都市型地震災害と評された昭和５３年の宮
城県沖地震の経験から，「防災都市宣言」を行い，災
害に強い安全な都市づくりに努めてきました。ま
た，平成７年に発生した阪神・淡路大震災によって，
都市型地震災害の恐ろしさをさらに痛感することと
なり，より安全性の高い都市づくりを推進していく
ことの大切さを再認識させられ，平成９年に仙台市
防災都市づくり基本計画を策定，平成１３年には地震
被害想定調査を実施して，切迫する宮城県沖地震に
重点的に取り組むべき対策を取りまとめ，各事業を
展開してきました。
しかしながら，平成２３年に発生した東日本大震災
は，これまで取り組んできた防災対策や都市づくり
の想定をはるかに超え，完全な防災の限界と減災の
視点の重要性が再認識させられました。この震災の
対応については，仙台市震災復興計画に基づき，地
域防災計画の見直しや，津波に対する備えなど数々
の対策が必要となったところです。
一方で，従来自治体が対応を想定していなかった
テロ行為や大規模事故，感染症の発生等の危機事象
の発生に伴い，臨機に対応できる体制を整備するた
め，各消防署に危機管理担当者を配置して，局全体
の危機管理対応力の向上を図りました。
市全体の組織体制については、平成１９年度に新た
に危機管理を所管する副市長を置くとともに，危機
管理監が局長級として独立，平成２６年度には災害対
策基本法に規定された事案を担当していた消防局の
防災部門と，国民保護計画の策定やテロ，新型イン
フルエンザ等の危機事象を担当していた総務企画局
の危機管理部門を統合して，市長直轄の危機管理室

（部相当）を新設し，３つの課で危機管理・防災業務
の総合調整を行うこととしました。

１　防災計画
仙台市地域防災計画は，災害対策基本法第４２条の
規定に基づき，仙台市の地域における地震災害や風
水害等の各種災害に対して，市民の生命，身体，財
産を保護するとともに被害を最小限に食い止めるこ
とを目的に，仙台市防災会議が策定しているものです。
仙台市では，平成２３年３月１１日に発生した東日本

大震災における課題等を踏まえ，平成２６年３月に
「共通編」及び「地震・津波災害対策編」を全面修正
し，平成２５年度には「風水害等災害対策編」の見直
しと，「原子力災害対策編」の策定を実施しました
（平成２６年４月１日施行）。
平成２７年度は災害対策基本法等の改正を踏まえ，

見直しを予定しています。

⑵　危機対応組織
仙台市では，災害対策基本法に定める自然災害・

大規模事故等が発生した場合や発生するおそれのあ
る場合等には，災害対策本部又は災害警戒本部を設
置し，対応することとしています。

３　防災行政用無線
防災行政用無線は，仙台市地域防災計画に基づく

災害対策に係る円滑な通信の確保を図ることを目的
に設置しているもので，デジタル移動通信系，全市
移動系及び固定系で構成されています。
このうちデジタル移動通信系は，市役所，区役所

図－９　仙台市災害警戒本部及び区災害警戒本部
（平成２７年４月１日現在）

仙台市災害警戒本部

警戒本部長：危機管理監

警戒副本部長：危機管理室長
　　　　　　　危機管理室参事
　　　　　　　総務局総務部長

警戒部長：危機管理室危機管理課長
　　　　　危機管理室防災計画課長
　　　　　危機管理室減災推進課長
　　　　　総務局広報課長
　　　　　総務局庶務課長

関 係 局 関 係 課 長

区 災 害 警 戒 本 部

区警戒本部長：区 民 部 長

区警戒副本部長：区 民 生 活 課 長
　 　 　 　 　 　 総 務 課 長
　　　　　　　　まちづくり推進課長

図－８　仙台市災害対策本部
（平成２７年４月１日現在）

本　　　部

本部事務局
（危機管理室，総務局広報課・
庶務課，消防局指令課）

現地災害対策本部

本　部　長　市　長

副 本 部 長　副市長

主管本部員　危機管理監

本　部　員　各局長・区長等
各区本部

（青葉，宮城野，若林，太白，泉）

区本部長　　区長
区副本部長　副区長・総合支所長
区本部員　　各部長等

各　部

各　　　班

各　　　班

区本部事務局

総務，まちづくり政策，復興事業，
財政，市民，健康福祉，子供未来 ,
環境，経済，都市整備，建設，会計，
消防，教育，議会，水道，交通，
ガス，市立病院
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等の庁舎及び車両並びに主要な地域防災関係機関及
び全指定避難所，補助避難所，福祉避難所，災害拠
点病院等に移動局を配備しています。
また，沿岸部にお住まいの方等に津波情報や避難
情報を伝達する，仙台市津波情報伝達システム（固
定系一斉同報無線）を設置しているほか，全市移動
系の全ての無線装置は，災害時等に行政機関や防災
関係機関が相互に通信可能な防災相互通信機能を備
えております。

全市移動系（防災相互通信波を内蔵）
デジタル移動通信系
固定系（仙台市津波情報伝達システム）

４　コミュニティ防災センター及び簡易
　　型防災資機材倉庫の整備
市民センターやコミュニティ・センターの新築，

増改築等に合わせ，防災資機材倉庫を整備するとと
もに，既存の建物に防災資機材倉庫がない場所につ
いては，敷地内等に簡易型防災資機材倉庫を設置す
るなど，災害時の自主防災活動に必要な各種防災資
機材の備蓄を行っています。

５　避難所・避難場所の整備
地震・津波等の災害時に緊急的に市民等の安全を

守る場として，又は災害により住家を失った市民等
の当面の生活の場として，必要な機能を持つ屋内施

地震，津波，洪水，土砂災害などにより切迫した災害の危険から逃れるための緊急的な避難施設であるとともに，
被災により生活の場を失った住民が一定期間滞在して避難生活をするための施設です。指 定 避 難 所

津波発生時に浸水が予想される「津波避難エリア」内において，エリア外に逃げるいとまがなく，津波から緊急に
身の安全を守る必要がある場合に避難するための施設及び場所です。
津波に対し安全な高さに避難スペースを有する施設や高台をあらかじめ指定しています。

津 波 避 難 施 設
津 波 避 難 場 所

公共交通機関の途絶等により帰宅が困難となった方（帰宅困難者）が一時的に滞在するための施設や場所で，仙台
駅等の交通結節点を中心に，民間企業との協定等により計画的に整備を進めています。

帰 宅 困 難 者
一 時 滞 在 施 設
・ 一 時 滞 在 場 所

火災の延焼拡大により地域全体に危険が及び，指定避難所等にとどまることが危険な場合等に一時的に避難するた
めの場所です。火災の輻射熱や煙から身を守れる広さのある場所で，津波やがけ崩れ等他の災害危険等も勘案して
指定しています。

広 域 避 難 場 所

指定避難所への避難が困難な地域の一時的な避難場所として，必要に応じて指定しています。地 域 避 難 場 所

地震災害発生直後に，住民が家屋倒壊の危険等から身の安全を守り，また，自主防災組織による避難行動や安否確
認の活動を実施するための場所です。いっとき避難場所

【緊急的に活用する避難所・避難場所】

被災により生活の場を失った住民が一定期間滞在して避難生活をするための施設であるとともに，各種災害などに
より切迫した災害の危険から逃れるための緊急的な避難施設。物資の備蓄や無線の整備を行い，小学校区に1か所
以上確保するものとし，避難するための広場と避難者を収容する施設を併せ持つ市立小中高等学校を充てていま
す。
ただし，施設の配置状況により市立学校への避難が困難な一部地域については，地域要望を踏まえ，特例措置とし
て市民センターやコミュニティ・センター等の市有施設の一部を同様の施設として位置づけています。

指 定 避 難 所

指定避難所を補完する施設として，必要に応じて活用できるよう物資の備蓄や無線の整備を行い，地域との事前協
議により，地域の実情に応じて位置づけていくものとし，市民センターやコミュニティ・センター等の市有施設を
充てています。
以下のような場合に活用される施設であることを基本とし，活用方法，開設時期については事前協議の中で地域ご
とにあらかじめ定めておくこととしています。
■補助避難所の活用例（事前協議によりあらかじめ決定する事項）
・指定避難所での生活が困難な方（災害時要援護者など）を受け入れる施設として活用。
・地域の立地条件から指定避難所への避難が困難な方を受け入れる施設として活用。
・指定避難所の収容人員を超えた場合，損壊等により受入れができない場合に活用。　等

補 助 避 難 所

食料の備蓄等を含めた平時の備え，災害時の運営は地域で行うことを前提に，集会所等地域の施設を活用し，自立
して運営する避難施設です。

［その他の避難施設①］
地 区 避 難 施 設
（がんばる避難施設）

県立高校等の県有施設については，指定避難所等の被害や収容状況から必要と判断される場合に，市災害対策本部
長から知事や施設管理者へ開設を要請することとしています。
地域の施設配置状況等を勘案し，指定避難所と同様の位置づけが必要な施設については，県との協定の締結により
事前の整備を進めます。

［その他の避難施設②］
県 有 施 設

福祉避難所は，指定避難所や補助避難所等での生活が困難な高齢者や障害者等の災害時要援護者を受け入れるため
に開設する二次的避難所であり，社会福祉施設等を指定しています。福 祉 避 難 所

【当面の生活を行う避難所】



―　　―３０

設や屋外スペースを各種避難所として指定し，整備
促進を図っています。避難所の区分は以下のとおり
です。

６　災害救助物資の備蓄
・指定避難所等への備蓄

災害救助物資のうち，クラッカー類，調理不要食，
アルファ米，アルファ粥，飲料水，粉ミルク，哺乳
瓶，浄水機，簡易組立トイレ等を，区役所，総合支
所，市立の小学校，中学校，高等学校，市民セン
ター，コミュニティ・センター等に分けて備蓄して
います。

・流通在庫備蓄

災害救助物資のうち，子供用紙おむつ，大人用紙
おむつ，生理用品，おしりふき，トイレットペー
パーについて，企業の流通ルートの中で保管し，必
要量を確保する流通在庫備蓄方式により，民間企業
倉庫に備蓄しています。

７　津波避難施設の整備
東日本大震災の津波により被害を受けた東部地域

の再生のため，平成２４年度に策定した「津波避難施
設の整備に関する基本的考え方」等に基づき，地域
の実情等を考慮しながら，適切な津波避難施設の整
備を行います。

表－３５　防災行政用無線の保有状況 （平成２７年４月１日現在）

３局（１０　Ｗ）　権現森山，大八山，芋峠基 地 局
２局（０．２Ｗ）　青葉区役所，権現森山固 定 局

合計自動中継局（５Ｗ）簡易統制局（５Ｗ）携帯型（２Ｗ）車載型（５Ｗ）半固定型（５Ｗ）陸上移動局 6782168124483

デジタル移動通信系

合計０．１Ｗ０．５Ｗ１Ｗ３Ｗ５Ｗ１０Ｗ区　分

固
定
局

11親局（アナログ／デジタル）
182151子局（アナログ）
587181716子局（デジタル）
772221917161合 計

固定系（仙台市津波情報伝達システム）
１局（５Ｗ）　青葉区役所基 地 局
２０局（５Ｗ）　携帯型陸上移動局

全市移動系

地域避難場所指定避難場所

表－３６　各区ごとの避難所・避難場所の概要 （平成２７年４月１日現在）

収容可能人員（人）避難場所面積
（㎡）箇所数区　分

避難所避難場所
50，448245，300495，13550青 葉 区
37，436141，100285，27532宮城野区
18，36974，200150，25721若 林 区
38，025194，100392，11144太 白 区
42，761294，600594，47947泉 区
187，039949，3001，917，257194計

収容可能人員（人）避難場所面積
（㎡）箇所数区　分

避難所避難場所
154，100310，14719青 葉 区
82，600166，0349宮城野区
73，500147，66311若 林 区
73，400147，2048太 白 区
90，600182，1158泉 区
474，200953，16355計

※１　避難場所の収容可能人員の算定に当たっては，「都市防災
構造化対策に関する調査報告書（建設省都市局都市再開発防
災課都市防災対策室）」で定めるところにより，おおむね２㎡
あたり１人として算出した。

　２　避難所の収容可能人員の算定に当たっては，通路等の共用
スペース分として延面積の２０％を減じた面積を有効面積と
し，「市町村地域防災計画策定・見直しマニュアル（地震防災
対策研究会）」で定めるところにより，おおむね３．３㎡当たり
２人として算出した。

広域避難場所

収容可能人員（人）避難場所面積
（㎡）箇所数区　分

避難所避難場所
68，000137，0002 青 葉 区
93，000186，0002 宮城野区
42，00084，0001 若 林 区
31，00064，0002 太 白 区
24，00048，0001 泉 区
258，000519，0008 計

※一部の学校は，東日本大震災により被災し，指定避難所として使用できません。
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加加加加加 防火管理・消防用設備等の規制 加加加加加

１　防火対象物の実態
平成２７年４月１日現在，政令で定める防火対象物
数は３８，２７０件で，そのうち，青葉消防署管内の防火
対象物は１０，２４２件（全市の防火対象物の２７％），宮城

野消防署８，６６７件（２３％），若林消防署５，９１３件（１５％），
太白消防署６，５７２件（１７％），泉消防署５，２３８件（１４％），
宮城消防署１，６３８件（４％）となっています。

表－３７　防火対象物数 （平成２７年４月１日現在）

宮　城
消防署

泉
消防署

太　白
消防署

若　林
消防署

宮城野
消防署

青　葉
消防署

政令防火
対象物数

区　　　　　分

1，6385，2386，5725，9138，66710，24238，270合　　計

177311635劇 場 等イ
（１）

175352284247239公 会 堂 等ロ

11キャバレー等イ

（２）
718147171780遊 技 場 等ロ

0性 風 俗 店 等ハ

25324420個室ビデオ店等ニ

314待 合 等イ
（３）

471311196784166614飲 食 店ロ

892902501992071821，217百 貨 店 等（４）

19167183378225旅 館 等イ
（５）

7012，7044，0162，6084，0955，59619，720共 同 住 宅 等ロ

391211066384144557病 院 等イ

（６）
418279335633324老人福祉施設等ロ

30100110446675425デイサービスセンター等ハ

94330203033165幼 稚 園 等ニ

53161166681114731，032小 中 高 学 校 等（７）

2371922図 書 館 等（８）

4239蒸 気 浴 場 等イ
（９）

1135イ以外のものロ

36281433停 車 場 等（１０）

3042487350104347神 社 等（１１）

87157135417723661，585工 場 等イ
（１２）

11テレビスタジオロ

341291041262134291，035車 庫 等イ
（１３）

33格 納 庫ロ

1341691528601，071682，454倉 庫（１４）

1444294195088337163，049前 各 号 以 外（１５）

923563884004861，2793，001複合（特　定）イ
（１６）

562122783664406722，024複合（非特定）ロ

436631133文 化 財 等（１７）

1111ア ー ケ ー ド（１８）
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⑵　立入検査
仙台市では，人命の安全と財産の保護を目的に，
消防職員が消防法第４条及び第１６条の５の規定によ
り防火対象物や危険物施設等に立ち入って，防火対
象物，危険物施設等の位置，構造，設備及び管理，
貯蔵・取扱いの状況について，火災予防上必要な検
査や防火指導を行っています。
平成２７年４月１日現在の防火対象物及び危険物施
設等の数は４５，０１１件であり，平成２７年度に行った立
入検査件数は１４，５３８件です。（防火対象物・危険物施
設等の数及び立入検査件数は表－３８－１，表－３８－
２の合計数です）

３　防火管理者
消防法では，多数の人を収容する防火対象物につ

いて権原を有する者に対して，自主防火管理体制の
中核となる防火管理者を選任して，消防計画の作
成，消火，通報及び避難の訓練の実施等防火管理上
必要な業務を行わせることを義務付けています。
平成２７年４月１日現在において，防火管理者を選

任しなければならない防火対象物は１０，７４９件あり，
そのうち９３．２％に当たる１０，０１３件が防火管理者を選
任し，その旨を消防署長に届出ています。
 

表－３８－１　立入検査実施状況及び防火管理者選任状況 （平成２７年４月１日現在）

防火管理者届出済対象物数乙種防火
対象物数

甲種防火
対象物数

平成２６年度
立入検査件数

防火
対象物数

区　　　　　分
乙　種甲　種

8619，1529779，77212，10638，270合　　計
121121635劇 場 等イ

（１）
252052620880239公 会 堂 等ロ

2211キャバレー等イ

（２）
3683712280遊 技 場 等ロ

11性 風 俗 店 等ハ
1718620個室ビデオ店等ニ

12144待 合 等イ
（３）

222276259314262614飲 食 店ロ
1627081957709861，217百 貨 店 等（４）
1616916170220225旅 館 等イ

（５）
212，829212，9825，69619，720共 同 住 宅 等ロ
31854191158557病 院 等イ

（６）
2532026331374324老人福祉施設等ロ
3320934213345425デイサービスセンター等ハ
81079108105165幼 稚 園 等ニ
11435134443751，032小 中 高 学 校 等（７）
217217622図 書 館 等（８）
151529蒸 気 浴 場 等イ

（９）
1125イ以外のものロ

44333停 車 場 等（１０）
461875420794347神 社 等（１１）
513461383531，585工 場 等イ

（１２）
1テレビスタジオロ

47482061，035車 庫 等イ
（１３）

23格 納 庫ロ
1831924652，454倉 庫（１４）
57795648427193，049前 各 号 以 外（１５）
1961，9032162，0971，1773，001複合（特定）イ

（１６）
15462185133962，024複合（非特定）ロ
21213433文 化 財 等（１７）

1111ア ー ケ ー ド（１８）
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４　統括防火管理者
消防法では，高層建築物（高さ３１ｍを超える建築
物），地下街，準地下街，一定規模以上の防火対象物
で，その管理権原が分かれているものについては，
協議して防火管理上必要な業務を統括する統括防火

管理者を定め，全体についての消防計画の作成，消
火，通報及び避難の訓練の実施等に全体についての
防火管理上必要な業務を行わせることを管理権原者
に対して義務付けています。

表－３９－１　統括防火管理を必要とする防火対象物数及び全体についての消防計画届出数
（平成２７年４月１日現在）

全体についての消防計画届出数統括防火管理者選任届出数防火対象物数
区　　　　　分

高層建築物高層建築物高層建築物
3421，2393571，3126112，239合　　　計

333劇 場 等イ
敢

334公 会 堂 等ロ
112キャバレー等イ

柑
333遊 技 場 等ロ

性 風 俗 店 等ハ
個室ビデオ店等ニ
待 合 等イ

桓
33134162飲 食 店ロ
6611百 貨 店 等棺

8810旅 館 等イ
款

271271280280472472共 同 住 宅 等ロ
444病 院 等イ

歓
老人福祉施設等ロ

111デイサービスセンター等ハ
幼 稚 園 等ニ
蒸 気 浴 場 等イ澗

464647479898その他の事業所等竿

1775120802251，306複合（特　定）イ
管

8109912015263複合（非特定）ロ

表－３８－２　危険物・少量危険物・指定可燃物の立入検査実施状況
（平成２７年４月１日現在）

平成２６年度
立入検査件数危険物施設等の数区　 　 　 分

2，4326，741合　 　 　 計
1，2242，132危 険 物 製 造 所 等
1，0844，197少量危険物貯蔵取扱所
124412指定可燃物貯蔵取扱所

表－３９－２　統括防災管理を必要とする防火対象物数及び全体についての防災管理に係る消防計画届出数
（平成２７年４月１日現在）

全体についての消防計画届出数統括防災管理者選任届出数対象物数区　　　分

656767合　　　　　計

444545１１階以上　１０，０００㎡以上
212222５階以上１０階以下　２０，０００㎡以上

４階以下　５０，０００㎡以上
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５　防火対象物定期点検報告制度
消防法では，多人数を収容する一定の用途，構造
の防火対象物の管理権原者に対して，火災の予防に
関する知識を有する者（防火対象物点検資格者）に
建物の防火に関する基準の適合状況について点検を
行わせ，その結果を報告することを義務付けていま
す。
また，点検の結果が良好な防火対象物には，標識

（防火基準点検済証・防火優良認定証）を掲げること
ができます。

６　ホテル・旅館等に係る表示制度
ホテル・旅館等の関係者からの申請に基づき，消

防機関が審査し，消防法令のほか防火安全上重要な
構造等の基準に適合する場合に「表示マーク」を交
付し表示することにより，利用者に建物の情報を提
供します。

表－４０　防火対象物定期点検報告を必要とする防火対象物 （平成２７年４月１日現在）

宮城消防署泉消防署太白消防署若林消防署宮城野消防署青葉消防署合　計

区　　　　　分 特　定
１階段
対象物

収　容
人　員
３００人
以　上

特　定
１階段
対象物

収　容
人　員
３００人
以　上

特　定
１階段
対象物

収　容
人　員
３００人
以　上

特　定
１階段
対象物

収　容
人　員
３００人
以　上

特　定
１階段
対象物

収　容
人　員
３００人
以　上

特　定
１階段
対象物

収　容
人　員
３００人
以　上

特　定
１階段
対象物

収　容
人　員
３００人
以　上

45211341114167224125293353339877合　　　　　計

14424621劇 場 等イ
敢

7223213261301130公 会 堂 等ロ

11キャバレー等イ

柑
5127514114157遊 技 場 等ロ

性風俗店等ハ

235個室ビデオ店等ニ

待 合 等イ
桓

1113156216024飲 食 店ロ

165234125231341737175百 貨 店 等棺

13451313219142837旅 館 等イ款

2321622510101528病 院 等イ

歓
411113157老人福祉施設等ロ

11121ディサービスセンター等ハ

23145114幼 稚 園 等ニ

2332蒸気浴場等イ澗

111303383241341165232185376複合（特定）イ管

表－４１　ホテル・旅館等に係る防火対象物適合表示制度　表示マーク交付数
（平成２７年４月１日現在）

宮城消防署泉消防署太白消防署若林消防署宮城野消防署青葉消防署合　計区　　分

21９24927合 計
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加加加加加 防 災 管 理 加加加加加

１　防災管理の状況
消防法では，大規模地震の発生等に係る被害の軽
減を目的として，平成２１年６月１日から大規模・高
層の建築物等に防災管理の実施及び自衛消防組織の

設置を義務付けています。
平成２７年４月１日現在，防災管理を必要とするも

のは１３６件で，すべての建築物について防災管理に
関する指導を行っています。

表－４２　防災管理状況 （平成２７年４月１日現在）

自衛消防組織設置
届出済対象物数

統括防災管理を必要とする防火対象物数防災管理に係
る消防計画届
出済対象物数

防 災 管 理 者
届出済対象物数

防 災 管 理
対 象 物 数区　　　分 全体についての防災

管理に係る消防計画
届 出 済 対 象 物 数

1346567135136136合　　　　計

劇 場 等イ
（１）

公 会 堂 等ロ

キ ャ バ レ ー 等イ

（２）
1111遊 技 場 等ロ

性 風 俗 店 等ハ

個室ビデオ店等ニ

待 合 等イ
（３）

飲 食 店ロ

322333百 貨 店 等（４）

9999旅 館 等イ（５）

8888病 院 等イ

（６）
1111老人福祉施設等ロ

デイサービスセンター等ハ

幼 稚 園 等ニ

18181818小 中 高 学 校 等（７）

図 書 館 等（８）

蒸 気 浴 場 等イ
（９）

イ 以 外 の も のロ

停 車 場 等（１０）

神 社 等（１１）

5555工 場 等イ
（１２）

テレビスタジオロ

車 庫 等イ（１３）

351515353535前 各 号 以 外（１５）

534749545555複 合 （ 特 定 ）イ
（１６）

111111複合（非特定）ロ

文 化 財 等（１７）
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加加加加加 防火管理講習等 加加加加加

１　防火管理に関する講習
防火対象物において防火管理者となる資格を付与
するための講習として，甲種防火管理新規講習を定
期的に実施しています。甲種防火管理講習課程の修
了者は，用途，規模，収容人員にかかわらず，すべ
ての防火対象物の防火管理者として選任される資格
を得ます。
また，不特定多数の人が出入りする防火対象物
で，収容人員が３００人以上の防火対象物の甲種防火
管理講習修了の防火管理者には，５年以内毎に再講
習の受講義務があり，そのための講習として甲種防
火管理再講習を実施しています。
 

２　防災管理及び自衛消防業務に関する講習
大規模・高層の防火対象物において防災管理者や

自衛消防組織の統括管理者となる資格を付与するた
めの講習として，防災管理新規講習及び自衛消防業
務新規講習を定期的に実施しています。
なお，防災管理新規講習には受講資格として甲種

防火管理講習課程の修了が求められますが，それら
をあわせ両方の資格が同時に取得できる講習とし
て，防火・防災管理新規講習も実施しています。
平成２６年４月からは，防災管理者に選任されてい

る方を対象にした防災管理再講習と，自衛消防業務
新規講習を受講された方及び自衛消防組織の業務に
関する講習（追加講習）を受講された方を対象に自
衛消防業務再講習を実施しています。

表－４３　防火管理講習等の実施状況 （平成２６年度中）

自衛消防業務
新規講習

防火・防災管理
新規講習

防災管理
新規講習

甲種防火管理講習

再講習新規講習

7915631291771，638受 講 人 数

4843312回　 　 　 数
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加加加加加 消 防 同 意 加加加加加

１　消防同意の状況
消防同意とは，消防が建築物の火災予防について
設計の段階から関与し，建築物の安全性を高めるこ
とを目的として設けられている制度です。

平成２６年度における消防同意事務処理状況は
３，６６９件で，消防同意を求められたすべての建築物
について防火に関する指導を行っています。

表－４４　署別消防同意事務処理状況 （平成２６年度中）

宮　城泉太　白若　林宮城野青　葉計区　　分

1733726737239487803，669計

1663536567078906913，463新 築

212810182474増 築

0改 築

33移 転

568691852用 途 変 更

11修 繕

0模 様 替

1264774仮 設

22そ の 他
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表－４５　用途・申請別消防同意状況 （平成２６年度中）

その他仮設大規模
模様替

大規模
修　繕

用途
変更移転改築増築新築合計区　　　分

27415230743，4633，669合　　　計

21820劇 場 等イ
（１）

3912公 会 堂 等ロ

11キャバレー等イ

（２）
22遊 技 場 等ロ

0性 風 俗 店 等ハ

11個室ビデオ店等ニ

0待 合 等イ
（３）

1022537飲 食 店ロ

2112395122百 貨 店 等（４）

1124旅 館 等イ
（５）

54251260共 同 住 宅 等ロ

162734病 院 等イ

（６）
224246老人福祉施設等ロ

913444デイサービスセンター等ハ

224幼 稚 園 等ニ

184453小 中 高 学 校 等（７）

0図 書 館 等（８）

0蒸 気 浴 場 等イ
（９）

0イ以外のものロ

1717停 車 場 等（１０）

11718神 社 等（１１）

3113641工 場 等イ
（１２）

0テレビスタジオロ

18990車 庫 等イ
（１３）

0格 納 庫ロ

1311451457倉 庫（１４）

36312723774前 各 号 以 外（１５）

211369103複合（特　定）イ
（１６）

322126複合（非特定）ロ

0地 下 街（１６の２）

0準 地 下 街（１６の３）

0文 化 財 等（１７）

0ア ー ケ ー ド（１８）

7613620専 用 住 宅

21012併 用 住 宅

1616危 険 物 製 造 所 等 ※

23850855そ の 他

※　全体が危険物製造所等に該当する防火対象物はこの欄に計上



―　　―３９

加加加加加 危 険 物 規 制 加加加加加

１　危険物施設
平成２７年４月１日現在，危険物製造所等の総数は

２，１５５施設で，前年同期（２，１８５施設）に比べて３０施
設（約１％）減少しました。施設別にみると，地下
タンク貯蔵所が５９０施設（全体の約２７％）と最も多く，
次いで移動タンク貯蔵所の４１６施設（全体の約１９％），
給油取扱所の３２８施設（全体の約１５％），屋内貯蔵所
の２６４施設（全体の約１２％）の順となっています。

２　石油コンビナート等特別防災区域の現況
石油コンビナート等特別防災区域は大量の石油や
高圧ガスが集積され，区域一体として防災体制を確

立することが緊要であると認められる区域につい
て，石油コンビナート等災害防止法に基づき指定さ
れており，本市においては宮城野区港地区が特別防
災区域に指定されています。
また，直径３４メートル以上の浮き屋根式屋外タン

ク貯蔵所を所有する特定事業所に対し，大容量泡放
射システムの配備が義務付けられていることから，
本市の特別防災地域では，青森県，秋田県の特定事
業所と第二地区（東北）広域共同防災組織を結成し
ています。
なお，大容量泡放射システムは，秋田県男鹿市に

ある秋田国家石油備蓄基地内に配備されています。

表－４６　危険物施設数 （平成２７年４月１日現在）

取　　扱　　所貯　　　蔵　　　所製

造

所

合

計

区

分

移
送
取
扱
所

一
般
取
扱
所

販
売
取
扱
所

給
油
取
扱
所

屋
外
貯
蔵
所

移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所

簡
易
タ
ン
ク
貯
蔵
所

地
下
タ
ン
ク
貯
蔵
所

屋
内
タ
ン
ク
貯
蔵
所

屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

屋
内
貯
蔵
所

12395328134168590106175264102，155合 計
41332191566036347青 葉

176111081992103141191136752宮 城 野
3014734716471163274若 林
395157210413716289太 白
286116421046817291泉
2527130159630194202宮 城

表－４７　石油コンビナート等特別防災区域の現況 （平成２７年４月１日現在）

防災資機材等概　　　　要
2台大型化学高所放水車４．６挨面積
2台泡原液搬送車特定事業所数
３台甲種普通化学車（共同防災組織加盟事業所数）
７基放水砲・放水銃２事業所　第１種
１７着耐熱服４事業所　第２種
21個酸素・空気呼吸器５事業所　その他の事業所
60旭泡消火剤２，８９０千kl石油貯蔵・取扱量

３，９４０ｍオイルフェンス９２，９２９千Ｎ逢高圧ガス処理量
1隻オイルフェンス展張船２，８６９千逢上記以外の可燃性ガス処理量
1式油回収装置１組織共同防災組織
4隻消防艇６組織自衛防災組織

２１６人防災要員
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（平成２１年４月１日現在）

表－５０　立入検査等実施状況 （平成２６年度中）

合 計
煙火打揚場所等
現 地 調 査

保 安 検 査
立 入 検 査
（ 消 費 ）

立 入 検 査
（ 施 設 ）

項　　　　目

10928231345件 数

表－４８　大容量泡放射システムの配備状況 （平成２７年４月１日現在）

備付け場所要　　　　目数　量項　　　　　目

秋田国家石油備蓄基地放水能力　１５，０００～４０，０００ℓ/min・台２台大 容 量 泡 放 水 砲

秋田国家石油備蓄基地水中ポンプ一体型
最大吐出量　２０，０００ℓ/min・台３台ポ ン プ

秋田国家石油備蓄基地直接混合方式
混合範囲　１．０％～２．０％２式混 合 装 置

秋田国家石油備蓄基地１２Bホース　６，４６０ｍ
リール方式による展張・回収車１式送 水 ホ ー ス 及 び 結 合 金 具

秋田国家石油備蓄基地粘性付与水性膜泡消火薬剤１０８，０００ℓ大容量泡放水砲用泡消火薬剤

加加加加加 火 薬 類 取 締 加加加加加

１　火薬類施設
平成２７年４月１日現在，火薬類製造所等の総数は

５０施設で，前年同期（４９施設）に比べ１施設の増加
となっています。施設別にみると，製造所１施設，
火薬庫２２施設，販売所１０施設，火薬庫外貯蔵所１７施
設となっています。

２　立入検査
火薬類による災害を防止し，公共の安全を確保す

ることを目的に，消防職員が火薬類取締法第４３条の
規定により施設や消費場所に立ち入って，検査を行
います。

表－４９　火薬類製造所等施設数

宮　 城
消 防 署

泉
消 防 署

太　 白
消 防 署

若　 林
消 防 署

宮 城 野
消 防 署

青　 葉
消 防 署計区　　　　分

2314751050計

11製　 造　 所

325爆 薬 庫
火
　
　
薬
　
　
庫

213火 工 品 庫

11実 包 庫

1212煙 火 庫

11が ん 具 煙 火 庫

14510販　 売　 所

21135517火 薬 庫 外 貯 蔵 所

（平成２７年４月１日現在）
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加加加加加 高 圧 ガ ス 規 制 加加加加加

１　高圧ガス事業所
平成２７年４月１日現在，高圧ガス保安法に基づく
事業所数は１，１８８事業所で，液化石油ガスの保安の
確保及び取引の適正化に関する法律に基づく事業所
数は２０２事業所となっており，仙台市内における事
業所の総数は１，３９０事業所となっています。

２　立入検査
高圧ガス等による災害の発生を防止し，公共の安

全を維持することを目的に，消防職員が高圧ガス保
安法第６２条，液化石油ガスの保安の確保及び取引の
適正化に関する法律第８３条及びガス事業法第４７条の
規定により事業所等に立ち入って，検査を行ってい
ます。

事業所数事　業　所　区　分
34一 般 則

第一種

製 造 事 業 所

31冷 凍 則
16液 石 則
1コ ン ビ 則
82計
109一 般 則

第二種 371冷 凍 則
1液 石 則
481計
563小 計
450販　売　事　業　所
27一 般 則

第一種

貯 蔵 所

4液 石 則
31計
92一 般 則

第二種 0液 石 則
92計
123小 計
28一 般 則

特定消費事業所 3液 石 則
31小 計
21容　器　検　査　所

1，188合　　　計

表－５１　高圧ガス法関係事業所数
（平成２７年４月１日現在）

事業所数事　業　所　区　分
92液化石油ガス販売事業
88保安機関
7特定供給設備・貯蔵施設
15充てん設備
202合　　　計

表－５２　液石ガス法関係事業所数
（平成２７年４月１日現在）

立入検査数事　業　所　区　分
14一 般 則

第一種

製 造 事 業 所

25冷 凍 則
2液 石 則
0コ ン ビ 則
41計
17一 般 則

第二種 118冷 凍 則
0液 石 則
135計
176小 計
74販　売　事　業　所
11一 般 則

第一種

貯 蔵 所

3液 石 則
14計
20一 般 則

第二種 0液 石 則
20計
34小 計
8一 般 則

特定消費事業所 2液 石 則
10小 計
6容　器　検　査　所
300合　　　計

表－５３　高圧ガス法関係立入検査数
（平成２６年度中）

立入検査数事　業　所　区　分
32液化石油ガス販売事業
31保安機関
1特定供給設備・貯蔵施設
7充てん設備
69液化石油ガス設備工事関係
30特定液化石油ガス設備工事事業関係
170合　　　計

表－５４　液石ガス法関係立入検査数
（平成２６年度中）

立入検査数事業所区分
19ガス事業法
19合　　　計

表－５５　ガス事業法関係立入検査数
（平成２６年度中）
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加加加加加 住 民 等 の 自 主 防 災 活 動 加加加加加

１　地域の自主防災活動
「安全安心まちづくり」を実現するためには，行政
が防災体制を整備するだけでは不十分であり，地域
住民の連帯意識に基づく自主的な防災組織が整備さ
れていなければなりません。
平成２７年４月１日現在，自主防災組織を結成して
いる町内会等は１，３８１で，約４０万世帯が加入し，各種
防災活動を行っています。

２　仙台市地域防災リーダー
自主防災組織の活動を活性化させ，地域防災力の
強化を図るために，自主防災活動の中心的な役割を
担っていただく仙台市地域防災リーダーの養成講習
会を行っています。
平成２７年４月１日現在，仙台市地域防災リーダー
を３９２人養成しました。

３　家庭を中心とした自主防災活動
婦人防火クラブは，家庭の主婦等で組織されてお
り，万一の場合にお互いに協力して活動できる安全
な地域社会を作るために，初期消火訓練や防火研修

会等の活動を行っています。
平成２７年４月１日現在，５１９クラブが結成され１０

万人を超えるクラブ員が活動する全国屈指の組織，
仙台市婦人防火クラブ連絡協議会となっています。

４　少年・少女を中心とした自主防災活動
少年消防クラブは，おおむね１０歳～１５歳の少年少
女により地域や学校を単位に結成されるもので，防
火防災に関する知識を身につけるため，消防署の訪
問や防災教室に参加する他，地域に防火標語板を設
置するなど様々な活動を行っています。
また，幼年消

防クラブは子供
の火遊び等によ
る火災の減少を
図るため，幼稚
園，保育園の園
児等を対象とし
て結成されるも
のです。

表－５６　自主防災組織等の結成状況 （平成２７年４月１日現在）

宮　城泉太　白若　林宮城野青　葉合　計名　　　　　称
722072691782144411，381結成町内会等自 主 防 災 組 織 21，21379，90577，90850，16970，45995，599395，253世 帯 数
40431561268371519ク ラ ブ 数婦人防火クラブ 12，80024，05823，75817，45610，79616，199105，067クラブ員数
2１3352１６ク ラ ブ 数少年消防クラブ 25733812501，141732，366クラブ員数
214885744ク ラ ブ 数幼年消防クラブ 4801，8921，5723765011，3606，181クラブ員数

表－５７　自主防災組織等の活動状況 （平成２６年度中）

地
震
体
験
車
使
用
回
数

活　動　（訓　練）　項　目　回　数参

加

人

員

参

加

団

体

実

施

回

数

区　分

津

波

避

難

学
校
と
連
携

そ

の

他

取

扱

訓

練

コ
ミ
セ
ン
資
器
材

映

写

会

座
談
会
･研
修
会

給
食
給
水
訓
練

救
急
救
護
訓
練

避

難

訓

練

消

火

訓

練

通

報

訓

練

４１201206086015341333545035041016282，3854，9001，142合 計
２５1673248418316124629626029212164，3791，642549自主防災組織等
13335310164923879147681002910，7883，182528婦人防火クラブ
31112434119691343，5194534少年消防クラブ
　1261731113583，6993131幼年消防クラブ
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加加加加加 消　防　団 加加加加加

消防団は，長い歴史と伝統を持ち地域住民に育ま
れてきた組織で，市町村の消防機関として設置され
ています。火災，水害等の災害が発生したときに
は，消防職員と協力して消火活動，水防活動等を行
うとともに，火災予防のための活動も行っています。
消防団を構成する消防団員は，家業に従事したり
会社に勤務したりするなど，職業を持ちながら災害
活動や防火防災活動を行い，地域の安全を守ってい
ます。

１　消防団の組織
仙台市の消防団は，昭和２３年の消防組織法の制定
により本市の消防機関として位置づけられ，現在，
７消防団５６分団から構成されています。

２　消防団員の定員・現員
平成２７年４月１日現在の消防団員数は２，０８１人（う

ち女性団員１１３人）であり，定員２，４３０人に対する充
足率は８５．６％となっています。

図－１０　消防団組織図 （平成２７年４月１日現在）

消 防 団
（7団）

庶 務 部 予 防 部 警 防 部 庶 務 部 予 防 部 消 防 部 水 防 部 市民救急部 地震防災部

団 本 部
（7本部）

分 　 団
（56分団）

表－５８　消防団員の階級別定員・現員 （平成２７年４月１日現在）

合　計
秋　保
消防団

宮　城
消防団

泉
消防団

太　白
消防団

若　林
消防団

宮城野
消防団

青　葉
消防団区　分

現員定員現員定員現員定員現員定員現員定員現員定員現員定員現員定員

7711111111111111団 長

131311222222222222副 団 長

6464669915159966881111分 団 長

70706699151510108811111111副分団長

401（18）40933（　3）33585987（　2）87616246（　3）4758（　1）5858（　9）63部 長

511（29）53434（　6）3490（　1）10085（　7）86808276（　4）8089（　6）9057（　4）62班 長

1，015（66）1，333 32（　2）64127（　7）175173（15）224218（21）264196（　4）256194（　4）24075（13）110団 員

２，０８１（１１３）2，430 113（11）145296（　8）355378（24）430381（22）430335（11）400363（11）410215（26）260計

※（　）は女性消防団員
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加加加加加 消 防 相 互 応 援 協 定 等 加加加加加

１　消防相互応援協定等の締結状況
消防組織法では，市町村長は，必要に応じて，大
規模な災害や特殊な災害などに適切に対応できるよ
う，消防の相互応援に関して協定を締結できること
を規定しています。

現在，仙台市では，隣接する市町村等と消防相互
応援協定を締結しているほか，高速道路における消
防相互応援協定や回転翼航空機（ヘリコプター）を
保有する消防本部との応援協定などを締結していま
す。

表－５９　消防相互応援協定等 （平成２７年４月１日現在）

協定の内容締結市町村等発効日応援協定の名称

大規模・特殊火災，突発的な災害に相
互応援する

仙台市，塩釜市，名取市，多賀城市，
岩沼市，松島町，七ヶ浜町，利府町，
塩釜地区消防事務組合

Ｓ４８．４．１消防相互応援協定書

大規模・特殊火災，突発的な災害に相
互応援する仙台市，黒川地域行政事務組合Ｓ６３．３．１消防相互応援協定書

消防相互応援協定の実施に関し必要な
事項を定める

仙台市消防局，黒川地域行政事務組合
消防本部Ｈ１５．５．１消防相互応援協定

実施細目
消防相互応援協定の実施に関し必要な
事項を定める仙台市消防局，名取市消防本部Ｈ１０．４．１消防相互応援協定

実施細目
消防相互応援協定の実施に関し必要な
事項を定める

仙台市消防局，塩釜地区消防事務組合
消防本部Ｈ１０．４．１消防相互応援協定

実施細目

行政区域の境界線上に存する仙台白百
合学園に係る消防業務についての覚書

仙台市消防局，黒川地域行政事務組合
消防本部Ｈ１０．４．１

仙台白百合学園に
係る消防業務に関
する覚書

大規模特殊な災害に相互に応援する仙台市，山形市Ｓ６３．９．２０消防相互応援協定書
（同実施細目）

大規模特殊な災害に相互に応援する仙台市，尾花沢市Ｓ６３．９．２０消防相互応援協定書
（同実施細目）

大規模特殊な災害に相互に応援する仙台市，天童市Ｓ６３．９．２０消防相互応援協定書
（同実施細目）

大規模特殊な災害に相互に応援する仙台市，東根市Ｓ６３．９．２０消防相互応援協定書
（同実施細目）

地震風水害，山林地域での林野火災・
大災害，高層建築物の火災等大規模災
害が発生した場合に相互に応援する

仙台市，名取市，岩沼市，石巻地区広
域行政事務組合，塩釜地区消防事務組
合，亘理地区行政事務組合，仙南地域
広域行政事務組合，栗原市，大崎地域
広域行政事務組合，登米市，気仙沼・
本吉地域広域行政事務組合，黒川地域
行政事務組合

Ｈ４．４．１宮城県広域消防相
互応援協定書

表－６０　高速自動車道路等応援協定等

協定の内容締結市町村等発効日応援協定の名称
協定市等の行政区のうち東北自動車道
における消防業務に関する相互応援に
ついて定める協定

仙台市，名取市，仙南地域広域行政事
務組合，栗原市，大崎地域広域行政事
務組合，黒川地域行政事務組合

Ｓ６３．７．１
東北自動車道宮城
県消防相互応援協
定書

上記協定の実施細目

仙台市消防局，名取市消防本部，仙南
地域広域行政事務組合消防本部，栗原
市消防本部，大崎地域広域行政事務組
合消防本部，黒川地域行政事務組合消
防本部

Ｓ６３．７．１
東北自動車道宮城
県消防相互応援協
定に基づく実施細
目

（平成２７年４月１日現在）
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協定の内容締結市町村等発効日応援協定の名称

東北自動車道における消防業務につい
て定める覚書

仙台市，名取市，仙南地域広域行政事
務組合，栗原市，大崎地域広域行政事
務組合，黒川地域行政事務組合，東日
本高速道路株式会社東北支社

Ｓ６３．７．１
東北自動車道にお
ける消防業務に関
する覚書

東北自動車道（仙台南ICから古川ICま
での間）における救急業務に関する覚
書

仙台市，黒川地域行政事務組合，大崎
地域広域行政事務組合，東日本高速道
路株式会社東北支社

Ｓ６３．３．１

東北自動車道（仙
台南ICから古川
ICまでの間）にお
ける救急業務に関
する覚書

協定市等の行政区のうち山形自動車道
における消防業務に関する相互応援に
ついて定める協定

仙台市，名取市，仙南地域広域行政事
務組合Ｓ６３．１１．１

山形自動車道宮城
県消防相互応援協
定書

上記協定の実施細目仙台市消防局，名取市消防本部，仙南
地域広域行政事務組合消防本部Ｈ２．１０．４

山形自動車道宮城
県消防応援協定に
基づく実施細目

山形自動車道における消防業務につい
て定める覚書

仙台市，名取市，仙南地域広域行政事
務組合，東日本高速道路株式会社東北
支社

Ｈ２．１０．４
山形自動車道にお
ける消防業務に関
する覚書

東北自動車道及び山形自動車道におけ
る救急業務の実施について定める覚書

仙台市，仙南地域広域行政事務組合，
東日本高速道路株式会社東北支社Ｈ２．１０．４

東北自動車道及び
山形自動車道にお
ける救急業務に関
する覚書

三陸自動車道（仙台港北インターチェ
ンジ～利府中インターチェンジ間）に
おける消火，救急及び救助等について
定める覚書

仙台市，塩釜地区消防事務組合，東日
本高速道路株式会社東北支社Ｈ２２．１０．２２

三陸自動車道（仙
台港北インター
チェンジ～利府中
インターチェンジ
間）における消火、
救急及び救助業務
等に関する覚書

三陸自動車道（仙台港北インターチェ
ンジ～利府中インターチェンジ間）に
おける消火，救急及び救助等について
定める協定

仙台市，塩釜地区消防事務組合Ｈ２２．１０．２２

三陸自動車道（仙
台港北インター
チェンジ～利府中
インターチェンジ
間）における消火、
救急及び救助業務
等に関する協定書

仙台東部道路及び仙台南部道路におけ
る消防業務について定める覚書

仙台市，名取市，仙南地域広域行政事
務組合，東日本高速道路株式会社東北
支社

Ｈ２５．７．１
仙台東部道路及び
仙台南部道路にお
ける消防業務に関
する覚書

仙台東部道路及び仙台南部道路におけ
る消防業務に関する相互応援について
定める協定

仙台市，名取市，仙南地域広域行政事
務組合Ｈ２５．７．１

仙台東部道路及び
仙台南部道路消防
相互応援協定書

上記協定の実施細目仙台市消防局，名取市消防本部，仙南
地域広域行政事務組合消防本部Ｈ２５．７．１

仙台東部道路及び
仙台南部道路消防
相互応援協定に基
づく実施細目

仙台北部道路（利府ジャンクション～
富谷インターチェンジ間）における消
火，救急及び救助等について定める覚
書

仙台市，塩釜地区消防事務組合，黒川
地域行政事務組合，東日本高速道路株
式会社東北支社

Ｈ２５．１２．２２

仙台北部道路（利
府ジャンクション～
富谷インターチェン
ジ間）における消
火、救急及び救助
業務等に関する覚
書

仙台北部道路（利府ジャンクション～
富谷インターチェンジ間）における消
火，救急及び救助等について定める協
定

仙台市，塩釜地区消防事務組合，黒川
地域行政事務組合Ｈ２５．１２．２２

仙台北部道路（利
府ジャンクション～
富谷インターチェン
ジ間）における消
火、救急及び救助
業務等に関する協
定書
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表－６１　航空消防応援に関する応援協定等 （平成２７年４月１日現在）

協定の内容締結市町村等発効日応援協定の名称

宮城県の所有する防災ヘリコプターの
応援に関し必要な事項を定める協定

宮城県，仙台市，名取市，岩沼市，石
巻地区広域行政事務組合，塩釜地区消
防事務組合，亘理地区行政事務組合，
仙南地域広域行政事務組合，栗原市，
大崎地域広域行政事務組合，登米市，
気仙沼・本吉地域広域行政事務組合，
黒川地域行政事務組合

Ｈ４．４．１宮城県広域航空消
防応援協定書

仙台市の所有する消防ヘリコプターの
応援に関し必要な事項を定める協定

仙台市，名取市，岩沼市，石巻地区広
域行政事務組合，塩釜地区消防事務組
合，亘理地区行政事務組合，仙南地域
広域行政事務組合，栗原市，大崎地域
広域行政事務組合，登米市，気仙沼・
本吉地域広域行政事務組合，黒川地域
行政事務組合

Ｈ１３．４．１宮城県内航空消防
応援協定書

宮城県・仙台市の所有するヘリコプ
ターの運航に関する覚書仙台市，宮城県Ｈ５．４．１回転翼航空機の運

航についての覚書

回転翼航空機及び乗務員の応援に関し
必要な事項を定める協定仙台市，東京消防庁Ｈ８．１．２２

東京消防庁・仙台
市航空機消防相互
応援協定（同覚書）

仙台市の所有するヘリコプターテレビ
電送システムによる情報提供について
定める協定

仙台市，宮城県Ｈ５．１０．１
ヘリコプターテレ
ビ電送システムに
よる情報提供に関
する協定書

宮城県に派遣されている職員の応援派
遣に関する手続等について定める協定

宮城県，仙台市，名取市，岩沼市，石
巻地区広域行政事務組合，塩釜地区消
防事務組合，亘理地区行政事務組合，
仙南地域広域行政事務組合，栗原市，
大崎地域広域行政事務組合，登米市，
気仙沼・本吉地域広域行政事務組合，
黒川地域行政事務組合

Ｈ１６．４．１

宮城県防災ヘリコ
プターを使用した
大規模特殊災害時
における広域航空
消防応援に関する
協定書

宮城県警察本部及び仙台市の各々が保
有するヘリコプターテレビ電（伝）送シ
ステム等による相互の情報提供につい
て定める協定書

宮城県警察本部，仙台市Ｈ１７．６．１６
ヘリコプターテレ
ビ電（伝）送システ
ム等による情報提
供に関する協定書

表－６２　その他の応援協定等 （平成２７年４月１日現在）

協定の内容締結市町村等発効日応援協定の名称

仙台塩釜港仙台区及び仙台市に属する
海域における消火活動等についての協
定

宮城海上保安部，仙台市消防局Ｓ４６．９．１
宮城海上保安部と
仙台市消防局との
業務協定

霞目飛行場及びその周辺において，航
空事故及び航空事故に伴う災害の発生
に際し，連絡調整を実施し円滑な消
火・救難活動をするための覚書

陸上自衛隊霞目駐屯地，仙台市消防局Ｓ５４．４．１

霞目飛行場及びそ
の周辺において，
航空事故及び航空
事故に伴う災害が
発生した場合の連
絡・調整等に関す
る覚書

行政区域の境界線上に位置する消防対
象物の取扱いに関する協定仙台市，塩釜地区消防事務組合Ｓ５７．４．１

市域境界線上に存
する消防対象物の
取扱いに関する協
定
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協定の内容締結市町村等発効日応援協定の名称

仙台空港及びその周辺における消火救
難活動についての協定

仙台市，名取市，岩沼市，仙台空港事
務所Ｈ６．９．８

仙台空港及びその
周辺における消火
救難活動に関する
協定

上記協定の覚書仙台市消防局，名取市消防本部，岩沼
市消防本部，仙台空港事務所Ｈ６．１２．２７

仙台空港及びその
周辺における消火
救難活動に関する
協定書に基づく覚
書

仙台市内に多数の傷病者が発生した場
合，傷病者の搬送業務に関して協力す
る

有フタバタクシーＨ８．１０．１５
大規模災害時にお
ける傷病者の搬送
業務に関する協定

大規模自然災害又は事故等により市内
に多数の傷病者が発生した場合におけ
る傷病者の搬送に関する協定

有メモリアルサービスＨ１０．９．１
大規模災害時にお
ける傷病者の搬送
業務に関する応援
協定

市内の災害現場における人命検索にか
かる災害救助犬の出動要請に関する協
定

社ジャパンケネルクラブＨ１０．９．１災害救助犬の出動
に関する協定

大規模災害時における人的支援，物的
支援及び技術的支援等の協力体制につ
いての協定

宮城県解体工事業協同組合Ｈ２１．３．１８
大規模災害時にお
ける災害活動への
支援に関する協定

鉄道災害発生時における鉄道事業者と
消防機関との，より迅速かつ効率的な
消防活動及び安全管理体制の確保に関
する協定

東日本旅客鉄道㈱仙台支社，東日本旅
客鉄道㈱水戸支社，
東日本旅客鉄道㈱盛岡支社，日本貨物
鉄道㈱，阿武隈急行㈱，仙台空港鉄道
㈱，仙台臨海鉄道㈱，
仙台市消防局，名取市消防本部，岩沼
市消防本部，登米市消防本部，栗原市
消防本部，石巻地区広域行政事務組合
消防本部，塩釜地区消防事務組合消防
本部，亘理地区行政事務組合消防本
部，仙南地域広域行政事務組合消防本
部，大崎地域広域行政事務組合消防本
部，気仙沼・本吉地域広域行政事務組
合消防本部

Ｈ２１．１２．２５
鉄道災害時におけ
る鉄道事業者と消
防機関との連携に
関する協定書

地震等の大規模災害時における円滑な
消防活動体制の確保を目的とした酸素
ガス等の供給協力に関する協定

一般社団法人日本産業・医療ガス協会
東北地域本部Ｈ２４．１０．２９

大規模災害時にお
ける酸素ガス等の
供給協力に関する
協定

ＭＣＡ無線利用による相互通信に関す
る協定宮城県，宮城県医師会Ｈ２６．２．１ＭＣＡ無線の相互

通信に係る協定
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表－６３　自治体協定 （平成２７年４月１日現在）

加加加加加 防 災 に 関 す る 応 援 協 定 等 加加加加加

１　防災に関する応援協定等締結状況
現在，本市では，災害対策基本法に基づき他の地
方公共団体相互間の応援，放送・通信機関との応援，

物資供給・輸送等に関して各業種団体との応援協定
等を締結しています。

協定等の概要締結市町村等発効日応援協定等の名称

被災都市の要請に応え，又は要請を待
たずに相互に応援を行う協定

青森市，秋田市，盛岡市，山
形市，仙台市，福島市Ｈ８．５．１７東北地区六都市災害時相互

応援に関する協定

宮城県内市町村における災害時，相互
に応援を行う協定

宮城県，宮城県市長会，宮城
県町村会Ｈ１６．７．２６災害時における宮城県市町

村相互応援協定

被災都市の要請に応え，相互に救援協
力，応急対策及び復旧対策を行う協定

新潟市，仙台市，島原市，釧
路市，墨田区，静岡市，福井
市

Ｈ１８．４．１
自治体防災情報ネットワー
ク連絡会加盟都市災害時相
互応援に関する協定

被災都市の要請に応え，相互に救援協
力，応急対策及び復旧対策を行う協定

札幌市，仙台市，新潟市，さ
いたま市，千葉市，東京都，
川崎市，横浜市，相模原市，
静岡市，浜松市，名古屋市，
京都市，大阪市，堺市，神戸
市，岡山市，広島市，北九州
市，福岡市，熊本市

Ｈ２４．１０．１２１大都市災害時相互応援に
関する協定

民生主管部局所管業務に関する大都市
相互の災害時応援活動実施のため「20
大都市災害時相互応援に関する協定」
を補完するもの

札幌市，仙台市，新潟市，さ
いたま市，千葉市，東京都，
川崎市，横浜市，相模原市，
静岡市，浜松市，名古屋市，
京都市，大阪市，堺市，神戸
市，岡山市，広島市，北九州
市，福岡市，熊本市の民生主
管部局

Ｈ２５．３．１３
２１大都市民生主管部局大規
模災害時相互応援に関する
覚書

衛生主管部局所管業務に関する大都市
相互の災害時応援活動実施のため「20
大都市災害時相互応援に関する協定」
を補完するもの

札幌市，仙台市，新潟市，さ
いたま市，千葉市，東京都，
川崎市，横浜市，相模原市，
静岡市，浜松市，名古屋市，
京都市，大阪市，堺市，神戸
市，岡山市，広島市，北九州
市，福岡市，熊本市の衛生主
管部局

Ｈ２５．３．１８２１大都市衛生主管局災害時
相互応援に関する確認書

石油基地自治体協議会に加盟する団体
が，その地域においてコンビナート事
故，地震その他住民の安全を脅かす危
機事象により被災し，独自では十分応
急措置ができない場合，相互に応援協
力，災害対応を行う協定

室蘭市，釧路市，苫小牧市，
伊達市，石狩市，北斗市，青
森市，八戸市，秋田市，男鹿
市，久慈市，酒田市，仙台市，
塩竈市，多賀城市，北茨城
市，千葉市，市川市，船橋市，
市原市，袖ヶ浦市，横浜市，
横須賀市，新潟市，富山市，
金沢市，半田市，碧南市，東
海市，知多市，四日市市，堺
市，泉大津市，松原市，高石
市，海南市，有田市，倉敷市，
玉野市，坂出市，松山市，大
竹市，下関市，宇部市，周南
市，防府市，岩国市，山陽小
野田市，和木町，北九州市，
中間市，唐津市，大分市，八
代市，鹿児島市，うるま市

Ｈ２３．７．１２石油基地自治体協議会加盟
団体災害時相互応援協定
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協定等の概要締結市町村等発効日応援協定等の名称

市内に災害が発生し，または，発生す
るおそれがある場合，放送により情報
の伝達を行う協定

㈱宮城テレビ放送Ｓ５８．６．１

災害時における放送要請（協
力）に関する協定

日本放送協会仙台放送局Ｓ５８．６．１

㈱エフエム仙台Ｓ５８．６．１

㈱東日本放送Ｓ５８．６．１

東北放送㈱Ｓ５８．６．１

㈱仙台放送Ｓ５８．６．１

㈱仙台シティエフエムＨ８．８．５

せんだい泉エフエム放送㈱Ｈ１２．３．１

㈱ジェイコムイースト
（締結時：宮城ネットワーク㈱）Ｈ１８．９．２１

仙台シーエーティヴィ㈱Ｈ１８．１１．２４

エフエムたいはく㈱Ｈ１９．７．９

災害時における路線バス及び地下鉄の
運行状況について，放送を依頼する覚
書

エフエムたいはく株式会社Ｈ２４．４．１９
災害時における放送要請
（協力）に関する覚書（交通
局）

株式会社 仙台シティエフエムＨ２４．４．２０

せんだい泉エフエム放送株式会社Ｈ２４．４．２０

市内に災害が発生した場合等の情報収
集，調査，広報等にかかる航空機の出
動協力に関する協定

アイベックスアビエイション㈱Ｓ５９．９．１災害時における航空機の出
動協力に関する協定

災害対応を円滑に遂行するための事項
を定める協定

東北郵政局（現：郵便事業㈱
東北支社・郵政局㈱東北支
社），仙台市

Ｈ９．６．２５
災害時における東北郵政局，
仙台市間の協力に関する覚
書

河川の画像情報等の受配信に関する協
定

国土交通省東北地方整備局
仙台河川国道事務所，仙台市
消防局

Ｈ１８．３．２２防災関連情報の受配信に関
する協定

仙台市域の名取川周辺の住民に対する
災害情報及び避難情報の伝達に関する
協定

国土交通省東北地方整備局
釜房ダム管理所，仙台市Ｈ１８．３．２８

釜房ダム放流警報設備等に
よる災害情報等の伝達に関
する協定

大規模災害に備え住民へ必要な情報を
迅速に提供し，仙台市の行政機能低下
を軽減するため協力し情報発信等を行
う

ヤフー株式会社Ｈ２５．３．１５災害に係る情報発信等に関
する協定

警察の通信設備の使用に関する手続き
を定める協定宮城県警察本部，仙台市Ｓ３８．４．１災害対策基本法施行令第22

条に基づく協定

非常災害時のタクシー無線の利用につ
いて定める協定仙台無線タクシー協同組合Ｓ５４．９．１非常災害時のﾀｸｼー無線通信

の利用に関する協定

災害が発生し，または発生するおそれ
がある場合の災害情報の伝達に関する
協定

仙台市職員アマチュア無線クラブＳ５６．１０．１４災害非常無線通信の協力に
関する協定

非常災害時のタクシー無線の情報の提
供に関する協定社宮城県タクシー協会仙台地区総支部Ｈ９．６．５大規模災害時における情報

提供に関する覚書

設備の設置，運用及び維持管理に関す
る協定宮城県Ｈ１２．３．１３

「宮城県地域衛星通信ネット
ワーク整備事業」に係る設備
の設置，運用及び維持管理
に関する協定

表－６４　放送・通信・広報に関する協定 （平成２７年４月１日現在）
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協定等の概要締結市町村等発効日応援協定等の名称

非常事態により広範囲な供給停止と
なった場合の日本ガス協会相互間の緊
急連絡体制及び救援体制を定める要綱

社日本ガス協会・東北部会Ｓ４３．６．２０地震・洪水等非常事態におけ
る救援措置要綱

市内に災害が発生した場合の被害拡大
防止，安全確保及び二次災害防止並び
に仮復旧工事への協力に関する協定

社仙台建設業協会Ｈ３．９．１災害時における応急措置の
協力に関する協定

災害等により，宮城県仙南・仙塩広域
水道からの送水が停止になった場合な
どに備えた相互応援給水に関する協定

宮城県及び17受水市町（仙台
市，塩釜市，白石市，名取市，
角田市，多賀城市，岩沼市，
蔵王町，大河原町，村田町，
柴田町，亘理町，山元町，松
島町，七ヶ浜町，利府町，富
谷町）

Ｈ４．３．１９
仙南・仙塩広域水道の緊急時
における受水市町相互応援
給水に関する協定

災害等により，水道の供給が不能に
なった場合の相互応援給水に関する協
定

仙台市水道局，富谷町Ｈ５．３．１１災害時相互応援給水に関す
る協定

大都市で災害が発生した場合の下水道
に関する相互救援協力及び相互支援に
関するルール

札幌市，仙台市，新潟市，さ
いたま市，千葉市，東京都，
川崎市，横浜市，相模原市，
静岡市，浜松市，名古屋市，
京都市，大阪市，堺市，神戸
市，岡山市，広島市，北九州
市，福岡市，熊本市の下水道
主管部局

Ｈ８．５．１６
下水道災害時における大都
市間の連絡・連携体制に関す
るルール（21大都市災害時相
互応援に関する協定関連）

大規模災害発生時等における，国土交
通省所管公共施設に係わる災害が発生
した場合等の情報提供，資機材貸し付
け，職員派遣等の相互応援についての
申し合わせ

国土交通省東北地方整備局，
東北６県土木関係部局（青森
県，岩手県，宮城県，秋田県，
山形県，福島県），仙台市，日
本道路公団東北支社（現：東
日本高速道路㈱東北支社）

Ｈ８．１１．１５
東北地方における国土交通
省所管公共施設の災害時の
相互応援に関する申合せ

地震等による水道施設被害の復旧等に
必要な応援活動に関する協定

◇協力団体
宮城県管工業協同組合Ｈ９．４．１災害時等における水道施設

復旧等の応援に関する協定

地震，異常渇水等の水害における被災
事業体の速やかな給水能力回復の応援
活動に関する協定

日本水道協会東北地方支部，
日本水道協会東北各県支部
（青森県，秋田県，岩手県，山
形県，宮城県，福島県）

Ｈ９．５．１
日本水道協会東北地方支部
災害時相互応援に関する協
定

災害時における下水道災害の応援に関
する申し合わせ

北海道，東北7県(青森県，岩
手県，宮城県，秋田県，山形
県，福島県，新潟県)ほか

Ｈ９．６．１６北海道・東北ブロック下水道
災害時支援に関するルール

市内に災害が発生した場合の人的・物
的被害の防止及び避難所を含む公共施
設等の速やかな災害復旧の支援に関す
る協定

仙台市技能職団体連絡協議
会Ｈ１０．９．１災害時における復旧支援に

関する覚書

県内に水道災害が発生した場合の被災
事業体の速やかな給水能力回復の応援
活動に関する計画

日本水道協会宮城県支部会
員Ｈ１１．６．３０日本水道協会宮城県支部「災

害時相互応援計画」

災害時における道路施設，河川管理施
設及び農林施設の被害状況調査等

社宮城県測量設計業協会仙
台支部Ｈ１６．１２．２４

災害時における被害状況調
査等の応援協力に関する協
定

水道管・配水管において地震等の振動
により発生した錆び水が受水槽に流入
した場合の清掃業者の斡旋に関する協
定

全環衛生事業協同組合Ｈ１７．３．１６
水道施設事故発生時におけ
る施設の清掃のための業者
斡旋に関する協定

地震等により鉄道施設等が被災した場
合の応急復旧の協力に関する協定

社日本建設業連合会東北支
部Ｈ１７．４．１災害時における応急復旧の

協力に関する協定

表－６５　施設復旧に関する協定 （平成２７年４月１日現在）
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協定等の概要締結市町村等発効日応援協定等の名称

地震等により被災した住宅の速やかな
復旧に関する協定

独立行政法人住宅金融支援
機構東北支店Ｈ１７．９．１５

地震等による住宅の被災軽
減及び被災住宅の速やかな
復旧に向けた基本協定

大規模地震災害後の応急復旧時におけ
る漏水調査技術員の応援派遣に関する
協定

県内の漏水調査請負業者11
社Ｈ１７．１１．１地震災害時の漏水調査技術

員の派遣に関する協定

災害時における下水道管路施設の早期
復旧の支援に関する協定

社日本下水道管路管理業協
会東北支部，全環衛生事業協
同組合，㈱泉

Ｈ１８．１．１下水道管路施設の災害時復
旧応援に関する協定

災害時における下水道処理施設の早期
復旧の支援に関する協定

一般社団法人　日本下水道
施設管理業協会Ｈ１８．１．１下水道処理施設等の災害時

復旧応援に関する協定

他都市からの水道局応援者の宿泊等受
け入れに関する協定

市内及び近郊の公共宿泊施
設等5施設Ｈ１８．２．６　他

災害時における他都市から
の応援者宿泊等の受け入れ
に関する協定(水道局）

大規模地震等の災害時において，市独
自ではガス供給施設の応急対策等が実
施できない場合，本支管等の修理及び
専焼発電需要家・天然ガススタンド等
の点検についての応援協力に関する協
定

仙台ガス工事協同組合Ｈ１８．１２．２２災害時応援協定（ガス局）

大規模地震等の災害時において，市独
自ではガス供給施設の応急対策等が実
施できない場合，緊急遮断弁（ESV）
を設置している需要家における開閉栓
業務についての応援協力に関する協定

仙台ガスサービス㈱，仙台ガ
スエンジニアリング㈱Ｈ１８．１２．２２災害時応援協定（ガス局）

加圧式給水車の派遣に関する協定全環衛生事業協同組合Ｈ１９．２．１水道施設事故発生時におけ
る車両の派遣に関する協定

国土交通省東北地方整備局並びに東北
６県及び仙台市が所管する工事中の施
設が，自然現象や災害により被災した
ときに，社日本土木工業協会東北支部
に業務方法を定め，被害の拡大防止と
早期復旧を期するための協定

国土交通省東北地方整備局，
東北６県（青森県，岩手県，
宮城県，秋田県，山形県，福
島県），仙台市，社日本土木
工業協会東北支部

Ｈ１９．２．１９災害時における応急対策業
務に関する協定

災害時等，水道施設事故発生時におけ
る応援給水活動に関する協定財仙台市水道サービス公社Ｈ１９．１０．１水道施設事故発生時におけ

る応援に関する協定

大規模災害発生時における，仙台市所
管に属する主要公共施設等の宅内給
水・排水設備の応急復旧措置に関する
協定

宮城県管工業協同組合Ｈ１９．１１．１２
大規模災害時における主要
公共施設等の宅内給水・排水
設備の応急復旧措置に関す
る協定

災害発生時における飲料水の供給，施
設の応急復旧等に必要な資器材の提供
等に関する覚書

19大都市水道局(札幌市，仙
台市，新潟市，さいたま市，
東京都，川崎市，横浜市，静
岡市，浜松市，名古屋市，京
都市，大阪市，堺市，神戸市，
岡山市，広島市，北九州市，
福岡市，熊本市)

Ｈ２５．３．３１19大都市水道局災害相互応
援に関する覚書

大規模地震災害時において，想定され
る下水道管路施設の被害状況の緊急調
査に関する協定

全環衛生事業協同組合，㈱泉Ｈ２１．１．１９
下水道管路施設の災害時緊
急調査に関する覚書（下水道
管路施設の災害時復旧応援
に関する協定関連）

大規模災害時における緊急車両・災害
救援関係車両の応急整備及び仙台市の
災害救援活動に対する資機材の貸出に
関する協定

社宮城県自動車整備振興会Ｈ２１．１．３０
災害時における応急車両整
備等の支援協力に関する協
定

大規模災害時における道路の安全確保
のための応急措置に関する協定

社全国道路標識・標示業協会
東北支部宮城県協会Ｈ２２．１．１８大規模災害時における災害

応援協力に関する協定



―　　―５２

協定等の概要締結市町村等発効日応援協定等の名称

大規模災害時における道路の安全確保
のための応急措置に関する協定宮城県交通安全施設業協会Ｈ２２．１．１９大規模災害時における災害

応援協力に関する協定

地震等の災害により，広範囲で断水が
発生した場合の応援に関する協定㈱宅配，第一環境㈱Ｈ２２．３．８水道施設事故発生時におけ

る応援に関する協定
災害発生時において，仙台市が管理す
る公園緑地等の緊急及び応急措置等に
関する協定

社宮城県造園建設業協会Ｈ２２．８．３１公園緑地等に係る災害措置
等の協力に関する協定

大規模災害発生時おける被災情報の共
有，電力設備復旧の迅速かつ円滑な推
進及び復旧拠点等施設の確保に関する
協定

東北電力㈱Ｈ２３．２．３災害復旧等の協力に関する
協定

災害時における被災住宅の応急修理及
び土石等障害物の除去に関する協定

一般社団法人　みやぎ
中小建設業協会Ｈ２３．４．１災害時における被災住宅の

応急修理等に関する協定
災害発生時における応急給水・応急復
旧等に必要な職員の派遣，必要な資機
材，燃料，物資等の提供等に関する覚
書

新潟市水道局Ｈ２４．１１．２０
仙台市水道局と新潟市水道
局の災害相互応援に関する
覚書

自然災害，大規模事故等が発生した場
合に必要な生活ごみ，避難所ごみ，し
尿等の収集運搬その他の活動に関する
協定

廃棄物の収集運搬業務委託
業者13社Ｈ２６．６．１災害時における応急対策活

動に関する協定

水道施設被害発生時又は被害が予想さ
れる際の応急活動に係る職員の派遣，
必要な資機材の提供等に関する協定

水道機工株式会社Ｈ２６．１１．１０
水道施設被害発生時におけ
る応急活動の協力に関する
協定

大雪時のバス停付近の除雪，路線バス
の運行に支障となる箇所の排雪等

一般社団法人仙台建設業協
会Ｈ２６．１２．３大雪時における道路の除雪・

排雪作業等に関する協定
大雪時の鉄道駅周辺の除雪，排雪場所
の管理等

一般社団法人宮城県造園建
設業協会Ｈ２６．１２．３大雪時における道路の除雪・

排雪作業等に関する協定

表－６６　物資供給・輸送に関する協定 （平成２７年４月１日現在）

協定等の概要締結市町村等発効日応援協定等の名称
市内に災害が発生した場合の応急給食
活動への協力及び円滑な災害活動に関
する協定

宮城県製パン協同組合Ｓ５８．５．２３災害時における食糧供給協
力に関する協定

市内に災害が発生した場合の応急救護
医療活動への協力及び円滑な災害活動
に関する協定

宮城県医薬品卸組合Ｓ５９．８．３１災害時における応急医薬品
の供給協力に関する協定

市内に災害が発生した場合の自動車に
対する燃料の円滑な供給への協力及び
災害活動に関する協定

JX日鉱日石エネルギー㈱東
北支部Ｓ５９．８．３１

災害時における自動車用燃
料等の供給協力に関する協
定

市内に災害が発生した場合の市民生活
の安定及び生活物資の円滑な供給協力
に関する協定

みやぎ生活協同組合Ｈ８．３．２９災害時における生活物資の
供給協力等に関する協定

市内に災害が発生した場合の市民生活
の安定及び生活物資の円滑な供給協力
に関する協定

㈱藤崎，㈱三越仙台店Ｈ９．１．１７災害時における生活物資の
供給協力に関する協定

地震等が発生し，多数の死者が集中的
に発生した場合，棺等葬祭用品の供給
等の協力を求める協定

仙台地域葬儀会館連絡協議
会Ｈ１６．６．２３災害時における協力に関す

る協定

災害時における市民生活の安定を図る
ため，円滑な精米供給への協力に関す
る協定

仙台農業協同組合Ｈ１７．３．７災害時における精米供給協
力に関する協定

市内に災害が発生した場合の市民生活
の安定及び生活物資の円滑な供給協力
に関する協定

㈱さくら野百貨店Ｈ１８．１２．２１災害時における生活物資の
供給協力に関する協定
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協定等の概要締結市町村等発効日応援協定等の名称
市内の災害発生時における応急措置の
ため，緊急に仮設トイレ等の物品の調
達が必要となった場合に，要請により
仮設トイレ等の設置を行う協定

仮設トイレのレンタル業者7
社Ｈ１９．２．８　他災害時における仮設トイレ

等の供給協力に関する協定

地震等により大規模災害が発生した場
合に地域貢献型自動販売機の製品を住
民等に無償提供する協定

仙台コカ･コーラボトリング
㈱Ｈ１９．３．１３災害時における救援物資等

の提供に関する協定

市内に災害等が発生した場合のバス車
両に対する燃料等の円滑な供給に関す
る協定

宮城県石油商業協同組合Ｈ１９．６．２９
災害等におけるバス車両用
燃料等の供給協力に関する
協定（交通局）

大規模災害時に指定避難所等でＬＰガ
スの提供とＬＰガス用具等の貸与に関
する協定

伊藤忠エネクスホームライ
フ東北㈱Ｈ１９．７．１１

大規模災害時におけるＬＰ
ガス用具等の提供等に関す
る協定

市内に災害が発生した場合の市民生活
の安定及び生活物資の円滑な供給協力
に関する協定

イオン㈱東北カンパニー，イ
オンスーパーセンター㈱Ｈ１９．１２．３災害時における生活物資の

供給協力に関する協定

市内に災害が発生した場合の市民生活
の安定及び生活物資の円滑な供給協力
に関する協定

㈱セブン－イレブン・ジャパ
ンＨ２０．２．１４災害時における生活物資の

供給協力に関する協定

市内に災害が発生した場合の市民生活
の安定及び生活物資の円滑な供給協力
に関する協定

㈱ヨークベニマルＨ２０．２．１８災害時における生活物資の
供給協力に関する協定

市内に災害が発生した場合の市民生活
の安定及び生活物資の円滑な供給協力
に関する協定

㈱ダイエーＨ２０．３．１１災害時における生活物資の
供給協力に関する協定

市内に災害が発生した場合の市民生活
の安定及び生活物資の円滑な供給協力
に関する協定

財宮城県学校給食会Ｈ２０．３．１９災害時における生活物資の
供給協力に関する協定

災害発生時に指定避難所へ避難したオ
ストメイト（人工肛門・人工膀胱増設
者）に対し，ストーマ装具等を給付す
るのに必要な協力を求める協定

市内のストーマ用装具を販
売する薬局４社Ｈ２０．３．２６　他

災害時におけるストーマ用
装具等の供給協力に関する
協定

大規模災害時において，指定避難所運
営等の仙台市が行う災害対応及び復旧
業務に必要となる機器材のリース等に
関する協定

宮城県建設機械リース業協
会Ｈ２１．３．１８大規模災害時における機器

材のリース等に関する協定

市内に災害が発生した場合の市民生活
の安定及び生活物資の円滑な供給協力
に関する協定

ＮＰＯ法人コメリ災害対策
センターＨ２１．７．１５災害時における生活物資の

供給協力に関する協定

市内に災害が発生した場合の市民生活
の安定及び生活物資の円滑な供給協力
に関する協定

㈱カインズＨ２１．８．７災害時における生活物資の
供給協力に関する協定

市内に災害が発生した場合の食料品，
生活用品等の物資供給協力㈱ファミリーマートＨ２４．８．３０災害時における生活物資の

供給協力に関する協定

災害時における，生鮮食料品の確保及
び市場機能の復旧対策に関する協定

全国中央卸売市場協会，同協
会各支部
（全国中央卸売市場協会に加
盟する中央卸売市場を開設
する都市）

Ｈ２４．９．１全国中央卸売市場協会災害
時相互応援に関する協定

市内に災害が発生した場合の公共施設
等に要する燃料および市民用食料品の
供給協力

カメイ㈱Ｈ２４．９．６
災害時における燃料および
食料品等の物資の供給協力
に関する協定

市内に災害が発生した場合に避難所な
どで必要となる生活物資の供給協力合同会社西友Ｈ２４．１２．２１災害時における生活物資の

供給協力に関する協定

市内に災害が発生した場合に避難所な
どで必要となる生活物資の供給協力㈱ローソンＨ２５．２．１８災害時における生活物資の

供給協力に関する協定
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協定等の概要締結市町村等発効日応援協定等の名称

市内に災害が発生した場合に避難所な
どで必要となる生活物資の供給協力イケア・ジャパン㈱Ｈ２５．８．１２災害時における生活物資の

供給協力に関する協定

市内に災害が発生した場合の物資輸送
への協力及び災害活動に関する協定社宮城県トラック協会Ｓ５８．５．２３災害時における自動車輸送

の協力に関する協定

列車の運行が不能となった場合，代替
交通手段として他方が旅客の運送を行
う協定

東日本旅客鉄道㈱Ｈ１９．１０．２９代替輸送協定書

災害等による地下鉄運行不能時におけ
るバス輸送の協力に関する覚書

公益社団法人宮城県バス協
会Ｈ２４．３．３０仙台市地下鉄運行不能時の

協力に関する覚書

災害，事故などにより地下鉄が運行不
能となった場合，災害対応のために駅
係員が移動する際のタクシー配車の協
力に関して定めたもの

宮城県タクシー協会仙台地
区総支部Ｈ２６．９．１仙台市地下鉄運行不能時の

協力に関する覚書

表－６７　医療救護に関する協定 （平成２７年４月１日現在）

協定等の概要締結市町村等発効日応援協定等の名称

仙台市地域防災計画に基づく，災害時
における医療救護活動に関する協定

社仙台市医師会，社仙台歯科
医師会Ｈ１３．３．１６災害時の医療救護活動に関

する協定

仙台市地域防災計画に基づく，災害時
における救護活動に関する協定仙台市薬剤師会Ｈ１３．３．１６災害時の救護活動に関する

協定
災害時，精神障害者及びこころのケア
が必要な者に対し，迅速かつ円滑な支
援を遂行するための覚書

宮城県精神保健福祉セン
ターＨ１９．３．５災害時における相互協力に

関する覚書

感染症，食中毒，飲料水，毒物劇物，
薬物，生物・化学テロその他，人の生
命健康が脅かされる「健康危機」に対
し，情報交換，相互支援，研修等の広
域連携を行う協定

北海道，東北６県（青森県，
秋田県，岩手県，宮城県，山
形県，福島県），新潟県及び
札幌市，函館市，仙台市，新
潟市の地方衛生研究所（衛生
試験所）

Ｈ１９．３．３０
北海道・東北・新潟地方衛
生研究所における健康危機
に対する広域連携協定書

大規模な自然災害または事故における
救急医療，病院支援等を行う宮城県災
害派遣医療チーム（宮城DMAT）の運
営に関する協定

宮城県保健福祉部
医療整備課Ｈ２１．３．３０

宮城県災害派遣医療チーム
（宮城DMAT）の派遣に関す
る協定

大規模災害発生時における，協定締結
病院間による応急物資支援や人員派遣
等を相互に行うための協定

市立秋田総合病院
山形市立病院済生館Ｈ２３．１２．１９災害時における病院間の相

互支援に関する協定

大規模災害発生時における，鶴谷特別
支援学校と仙台オープン病院におけ
る，医療等支援及び避難場所の提供等
に関する協定

公益財団法人仙台医療セン
ターＨ２６．２．６

大規模災害発生時における
鶴谷特別支援学校と仙台
オープン病院の協力に関す
る協定

仙台市地域防災計画に基づく，災害時
における救護活動に関する協定

公益社団法人宮城県看護協
会Ｈ２６．４．１災害時の医療救護活動に関

する協定

表－６８　調査・研究に関する協定 （平成２７年４月１日現在）

協定等の概要締結市町村等発効日応援協定等の名称
仙台市域における地震・津波災害の危
険性について共通の認識に立ち，地
震・津波災害を軽減するために連携・
協力を推進する協定

国立大学法人東北大学大学
院理学研究科及び工学研究
科，仙台市

Ｈ１８．９．１
国立大学法人東北大学大学
院理学研究科及び工学研究
科と仙台市との連携と協力
に関する協定

それぞれが有する資源の活用を図り，
地域社会の復興と発展，新たな防災・
減災のまちづくり，社会のニーズに対
応した研究，人材育成を行うための協
定

国立大学法人東北大学災害
科学国際研究所，仙台市Ｈ２６．１．９

仙台市と国立大学法人東北
大学災害科学国際研究所と
の連携と協力に関する協定
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表－６９　そ　の　他 （平成２７年４月１日現在）

協定等の概要締結市町村等発効日応援協定等の名称
大規模災害時において，全市をあげて
の災害対応の取組みが必要とされる中
で，職員退職者へ避難所運営業務補助
などの協力を要請する協定

仙台市職員退職者団体連合
会Ｈ１８．９．１

仙台市職員退職者団体連合
会との防災活動に関する協
定

大規模災害発生時における，福祉避難
所を開設した場合に，訪問介護事業所
介護員の派遣に関する協定

市内の福祉施設等を運営す
る法人等52団体Ｈ２５．７．１福祉避難所への介護員の派

遣協力に関する協定

災害発生時に指定避難所での避難生活
が困難な高齢者，障害者等の災害時要
援護者の二次避難所として「福祉避難
所」を開設するにあたり必要な協力を
求める協定

市内の福祉施設を管理する
法人等６９団体Ｈ２６．３．１　他

福祉避難所の設置及び管理
運営に係る協力に関する協
定

津波警戒区域外へ避難する暇がない住
民等を対象とした，津波発生時におけ
る緊急一時的な避難場所として使用す
ることに関する協定

キリンビール㈱仙台工場，
横浜冷凍㈱仙台物流セン
ター，仙台冷蔵倉庫株式会社

Ｈ２０．５．１　他
津波発生時における緊急一
時的な津波避難ビルとして
の使用に関する協定

津波警戒区域外へ避難する暇がない住
民等を対象とした，津波発生時におけ
る緊急一時的な避難場所として使用す
ることに関する協定

日鐵住金建材㈱Ｈ２４．１１．２０
津波発生時における緊急一
時的な津波避難施設として
の使用に関する協定

災害ボランティアセンターに係る設置
要請及び施設提供に関する事務取扱要
領（平成19年8月10日市長決裁／消防局
所管）に基づき，該当施設の指定管理
者と大規模災害時の施設利用及び施設
管理について交わしている覚書。

特定非営利活動法人せんだ
い・みやぎＮＰＯセンターＨ２２．４．１

大規模災害時における災害
対応に係る仙台市市民活動
サポートセンターの施設利
用，施設管理等に関する覚
書

大規模災害時に災害ボランティアセン
ターに施設を提供すること

公益財団法人仙台市市民文
化事業団Ｈ２４．４．１

大規模災害時における災害
対応に係るせんだいメディ
アテークの施設利用，施設
管理等に関する覚書

大規模災害時に必要な場合は，市民セ
ンターの施設をボランティアセンター
として提供すること等を定めるもの
（「災害ボランティアセンターに係る設
置要請及び施設提供に関する事務取扱
要領」による）

公益財団法人仙台ひと・まち
交流財団Ｈ２５．４．１

大規模災害時における災害
対応に係る施設利用及び施
設管理等に関する覚書

大規模災害等から市民の生命，身体及
び財産を守るために行う災害復旧活動
の支援及び補助に関する協定

社隊友会宮城県隊友会Ｈ２２．１２．２２災害時における隊友会の協
力に関する協定

大規模災害等による交通手段の途絶に
伴う帰宅困難者への人的，物的支援に
関する協定

佐藤工業㈱Ｈ２４．８．９災害時における帰宅困難者
等の支援に関する協定

大規模災害発生時に交通が途絶した場
合における仙台駅周辺の帰宅困難者の
対応に関する協定

東日本旅客鉄道㈱Ｈ２５．３．７災害時における帰宅困難者
の対応に関する協定書

大規模災害等による交通手段の途絶に
伴う帰宅困難者への人的，物的支援に
関する協定

ゼビオ㈱Ｈ２５．６．２６災害時における帰宅困難者
の支援に関する協定

大規模災害等による交通手段の途絶に
伴う帰宅困難者への人的，物的支援に
関する協定

株式会社仙台ターミナルビ
ルＨ２６．４．１１災害時における帰宅困難者

の支援に関する協定

大規模災害等による交通手段の途絶に
伴う帰宅困難者への人的，物的支援に
関する協定

学校法人東北学院　東北学
院大学Ｈ２６．４．２４災害時における帰宅困難者

の支援に関する協定

大規模災害による交通手段の途絶に伴
う帰宅困難者への物等の支援に関する
協定

宮城県，フランチャイズ
チェーン加盟店13社Ｈ２６．８．２８災害時における帰宅困難者

等の支援に関する協定
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協定等の概要締結市町村等発効日応援協定等の名称
大規模災害等による交通手段の途絶に
伴う帰宅困難者への人的，物的支援に
関する協定

宮城第一信用金庫Ｈ２６．１０．２７災害時における帰宅困難者
の支援に関する協定

大規模災害等による被災動物の保護・
収容等救護活動に関する協定

公益社団法人仙台市獣医師
会Ｈ２５．６．１０災害時における動物救護活

動に関する協定
仙台市防災行政用無線局設置及び運用
に関する覚書

キリンビール㈱仙台工場ほ
か仙台市内147か所Ｈ２５．９．１　他仙台市防災行政用無線局設

置等に関する覚書
大規模災害時における非常用電話（特
設公衆電話）の事前設置及び利用，管
理に関する覚書

東日本電信電話㈱宮城支店Ｈ２５．１２．１８特設公衆電話の事前設置・
利用に関する覚書

地震災害が発生した場合の，大規模建
築物の応急危険度判定実施に関する協
定

一般社団法人日本建築構造
技術者協会東北支部，一般社
団法人東北建築構造設計事
務所協会

Ｈ２６．３．２７
地震災害時における大規模
な建築物の応急危険度判定
の協力に関する協定

地震災害が発生した場合の，避難所等
の応急危険度判定実施に関する協定

公益社団法人日本建築家協
会宮城地域会，一般社団法人
仙台建設業協会，宮城県建築
士会仙台支部，一般社団法人
宮城県建築士事務所協会

Ｈ２６．６．６
地震災害時における避難所
等の応急危険度判定に関す
る協定

大規模災害発生時における，相談業務
の応援に関する協定

宮城県災害復興支援士業連
絡会Ｈ２６．８．２７大規模災害時における相談

業務の応援に関する協定

商店街等は大規模災害時に，来街者へ
公衆無線ＬAN（Wi－Fi）を無料開放
する
市は区域内で利用環境が整備されてい
る旨を表示する

クリスロード商店街振興組
合
一番町四丁目商店街振興組
合
一番町一番街商店街振興組
合
サンモール一番町商店街振
興組合

Ｈ２７．２．１６
大規模災害時における公衆
無線LANの無料開放にかか
る協定




